


日頃より、アニコム ホールディングスをお引き立ていただき、誠にありがとうございます。

当社の経営方針・事業概況・財務状況などについて皆様にご理解いただきたく、

「アニコム ホールディングスの現状 2020」を発行いたしました。

本誌が、当社をご理解いただく一助として、皆様のお役に立てれば幸いに存じます。

※  本誌は「保険業法第271条の25」及び「同施行規則第210条の10の2」に基づいて作成したディスクロージャー誌（保険持株会社に係る

業務及び財産の状況に関する説明書類）です。

■ アニコムグループ経営理念

アニコムグループは、それぞれの命が持つ個性の違いを互いに尊重しあい、
分業協力することで、世界中に「ありがとう」を拡大します。

アニコムグループでは、社名に掲げた
「ani（命）＋communication（相互理解）＝∞（無限大）」

を企業活動の根源にすえています。
命あるものがお互いに理解し、ともに一つの目的に向かって力を合わせることで、
これまで不可能と思われていたことが可能になると考えているからです。

私たちはペット保険事業を柱にこの無限大の価値創造力を活かし、「ありがとう」を拡大します。

■ アニコムグループ経営方針

■アニコムグループは、オープンで、
　「対話のできる法人」を目指します。

組織が大きくなるにつれて、ステークホルダー
の皆様の声は、法人に届きにくくなりがちです。
アニコムグループでは、ステークホルダーの皆
様から「見える」「話せる」と実感していただ
ける「対話のできる法人グループ」を目指して
オープン・マネジメントを推進していきます。

■  アニコムグループは、常にお客様の視点　
　に立って、新しい価値の創造に努めます。

アニコムグループは、常にお客様の視点に立ち、
お客様の求めるサービスを創り出す、マーケッ
トアウト（お客様の真のニーズにお応えするこ
と）を意識することで、常に柔軟な経営を徹底
し、お客様の願いを実現するとともに、新しい
価値を創造することに努めます。

■  アニコムグループは、個々に与えられた役割
（ロール）を最高に演じる（プレイング）こ
とで、個人と組織の飛躍的成長を促進します。

アニコムグループは、個々と組織の役割を明確
にし、その役割を役者のごとく最高に演じるこ
とで、何事にも果敢に挑戦し続け、常に新たな
スキルを吸収し、飛躍的な成長を促進させる経
営を実践します。

ani+com=anicom

1オープン・マネジメント 2マーケットアウト・マネジメント 3ロールプレイング・マネジメント
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「CO」には、「つなぐ」という意味があり、アニコム

の「『命』と『命』がお互いに理解し、協力しあう」

という企業理念に合致することから、 アニコムグルー

プロゴをはじめ、アニコム ホールディングス、アニ

コム フロンティア、アニコム先進医療研究所のロゴ

として使用し、アニコム パフェではモチーフとして利

用しています。「CO」ロゴには、 「命」をイメージす

る植物の芽の色、アニコムライトグリーンを配して

います。

シンボルマーク
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現状
トップメッセージ

　2000年7月、私は「予防型保険会社」を作るという

想いを抱き、アニコムを創業しました。

　私が考える「予防型保険会社」とは、「涙を減らし、

笑顔を生みだす会社」であり、アニコムのコーポレー

トビジョンとして掲げています。このビジョンには、

保険会社が保有する膨大な症例データをもとにケガや

病気の予防情報を提供することで、これらを未然に防

ぎ、ペットと飼い主の皆さまへ、笑顔を提供する会社

であるべきだという想いを込めています。

　現代社会において、人間とともに暮らすペットは「家族の一員」であり、隣にいるだけで明日への活力を与えてく

れる存在です。私は、このかけがえのない存在を守るために、どうぶつ特有のケガや病気の予防に向けて取り組んで

いきたいと考えています。

　おかげさまで、アニコムは今年で創立20周年を迎えました。良いときも悪いときも経験してきましたが、お客様の

利便性を向上し続けてきた結果、わが国におけるペット保険のリーディングカンパニーとしての地位を確立すること

ができたと考えています。

　しかし、私は、この地位に安住するつもりはありません。現在をアニコムの第二期創業期と位置づけ、ペット保

険のリーディングカンパニーとしての地位をより強固なものとしています。ペット保険の販売チャネルは、主力の

ペットショップチャネルに加え、Webチャネルや譲渡会チャネルなどの多様化を積極的に行ってまいります。また、

2018年12月から開始した、「予防型保険会社」ならではのサービスである「どうぶつ健活」にも力を入れてまいりま

す。更には、どうぶつが有する遺伝性疾患の撲滅を目指すため、遺伝子検査事業等も開始しています。

　アニコムは、これらのサービスにより「予防型保険会社」としての新たな一歩を踏み出しました。今後も、予防に

向けた取組みを常に前に進めていくことで、新たな社会的価値を創出し、持続的な成長を目指してまいります。

2020年7月

アニコム ホールディングス株式会社
代表取締役

代表取締役 小森と、「家族の一員」であるミーアキャットのみーたん
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予防への取組み
現状

「涙を減らし、笑顔を生みだす保険会社グループ」を目指して
　アニコムグループは、「涙を減らし、笑顔を生みだす保険会社グループ」を目指すことをコーポレートビジョンに掲げ、家族
の一員であるどうぶつにも安心して医療を受けることができる環境を整え、ケガや病気を「予防」し「笑顔」につなげ、すべ
てのどうぶつの幸せと安心を創造することを目指しています。このビジョンに向けて、アニコムグループ各社と連携し、以下
の取組みを推進しています。

「どうぶつ健活」で予防促進
　ご契約者が無料でペットの腸内フローラ測定を受けられる「ど
うぶつ健活」は、2018年12月から提供を開始し、2019年度はお
よそ10万件のお申し込みをいただきました。従来より、猫の場合
は、腎臓病のなりやすさを判定していましたが、新たに犬のアレ
ルギー体質を判定できるようになりました。今後も、ご契約者の
予防促進につながるようデータの分析に努めてまいります。

遺伝子検査の取組み
　アニコムグループでは、入って健康になる保険を提供する予防型保険会社グループに向けた取組みのひとつとして、遺伝性
疾患の撲滅に向けた取組みを行っています。
　これまでの長い歴史の中で、たくさんの犬猫たちが遺伝性疾患で涙を流してきました。
　しかし、遺伝性疾患の研究が進みつつある現代においては、適切なブリーディング等によって避けられる病気がいくつもあ
ります。

■多様な遺伝子検査サービスの提供
　アニコムグループでは、次世代シーケンサーを用いた解析技術
により、これまでの遺伝性疾患の検査に加え、性格（行動）や品種、
毛色、体質、親子判定などを一度に測定することが可能なカスタ
ムパネルの開発に成功しました。これにより、ブリーダー向けには、
親子判定、毛色遺伝子検査などが可能になるほか、最適な交配や
産子数の増加が期待されることになり、ペットショップや譲渡団
体向けには、品種判定、性格・体質遺伝子検査の提供が可能とな
りました。今後もこうした研究を、新たなサービスの開発、提供
につなげていきます。

■遺伝病フリーに向けたブリーディング支援
　例えば、変性性脊髄症（DM）は、ウェルシュ・コーギーに多
い遺伝性疾患で、一度発症してしまうと治癒できず、1年半ほど
で死に至る場合が多い病気です。しかし、個体によっては、この
遺伝子変異を持たないもの（クリア個体）もいます。アニコムで
は、これまでブリーダーの繁殖前後に遺伝子検査を行い、適切な
ブリーディングを支援してきた結果、DMを発症するリスクが高
いと判定された生体が、40.9％から22.3％へ低下しました。こう
したブリーディングサポートにより、遺伝性疾患のない健康な犬
猫の流通を促すとともに、疾患に関連する未知なる遺伝子の解明
を目指し、遺伝性疾患に苦しむどうぶつたちを減らしていきます。
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現状
予防への取組み

■『家庭どうぶつ白書 2019』発行
　アニコムグループでは2010年から、当社のペット保険「どうぶ
つ健保」の保険金支払い実績、独自に実施したアンケート調査の
結果など、家庭どうぶつに関わるさまざまなデータを『家庭どう
ぶつ白書』として1冊にまとめ、毎年発行しています。
　2019年12月12日に発行した『家庭どうぶつ白書2019』は、犬
猫の平均寿命の推移や、品種ごとの年間診療費、近年人気を集め
るMIX犬に関する調査など、ペットと暮らすうえで気になる情報
を多数掲載しました。
　また、エキゾチックアニマルに関して、診療をしている動物病
院の地域別の数や、かかりやすい病気、年間診療費などのデータ
も公開しています。
　引き続き、皆さまのお役に立てる情報を提供できるよう努めて
まいります。

■STOP熱中症プロジェクト
　アニコム損保は、「無くせる病気」のひとつである熱中症の予防啓
発活動を2013年度から継続しています。
　株式会社ライフビジネスウェザーにご協力いただき、犬の体高や
代謝などを考慮して開発した独自の熱中症指標を用いて全国10地点
の「熱中症週間予報」をアニコム公式インスタグラムなどのSNS上で、
毎週金曜日に配信しています。お留守番時の室温設定やお出かけの
予定を考える際にお役立ていただくなど、多くの皆さまにご活用い
ただきました。
　熱中症は、飼い主が正しい知識を持つことにより「無くせる病気」
です。熱中症で苦しむどうぶつがいなくなることを目指し、今後も
予防啓発に取り組んでまいります。

■無事故（625）の日表彰
　アニコム損保では、毎年6月25日を『625（無事故）の日』として、賠償責任事
故の予防に取り組んでいます。
　2019年度は、ご契約いただいてから、賠償責任事故のご請求がなかった秋田犬
27頭に表彰状をお贈りしました。あわせて、ご友人にお渡しいただけるような名刺
サイズの表彰状もプレゼントしました。
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■「どうぶつ健保しにあ」販売開始

　2019年9月17日から、8歳以上であれば何歳でも加入できるペット保険「どう
ぶつ健保しにあ」の販売を開始しました。「どうぶつ健保しにあ」は、これまでペッ
ト保険に新規加入できなかった高齢の犬猫が加入できる商品です。入院・手術の
費用に特化することでお手頃な保険料に抑え、「ペット保険には入りたいけれど高
齢だから諦めていた」「高齢になると保険料も高額だから入りたくても入れなかっ
た」などの声にお応えしました。

■ペット探偵による「迷子捜索サービス」を提供開始

　2019年5月から、ペット探偵による迷子捜索
サービスの提供を開始しました。本サービスは、
ジャパンロストペットレスキューと提携し、3

日間の捜索と出張を無料で提供いたします。当
社が、従来から行っていた「迷子捜索サポート
マップ」上での呼びかけ、迷子が発生した地域
でのネットワークを活かした「迷子捜索依頼
メール」の配信とあわせて、万が一、ペットが
迷子になってしまった場合、お守りとしてご利
用いただけるサービスです。

■みんなのどうぶつ病気大百科　オープン

　診療費の目安が品種別・年齢別・性別にわかる「どうぶつ診療費ドットコム」と
病気の概要がわかる「どうぶつ親子手帳」を統合し、「みんなのどうぶつ病気大百科」
としてリニューアルオープンしました。
　アニコム損保が保有する数千万件にのぼる診療データをもとに、「この病気にか
かったら、どのくらいのお金がかかるのか」「どんな病気なのか」という飼い主の悩
みや不安を解消することを目指します。今後も、安心してペットの診療を受けてい
ただけるよう内容を充実させてまいります。

トピックス
現状
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現状
トピックス

■株式会社シムネットの完全子会社化

　2020年1月に、日本最大のブリーダーとのマッチングサイトなどを運営する株式会社シムネットの全株式を取得し、完全子
会社化しました。ブリーダー直販サイトのプラットフォームを活用し、保険の付保率向上、代理店手数料等の費用圧縮、効率
的な保険募集に関する施策の展開、ブリーディングサポート事業拡大への寄与を期待しています。同社は、これまでもアニコ
ムグループのペット保険代理店業務を行ってきましたが、アニコムグループに加わることで、両社がこれまで以上に緊密に連
携し、お互いが持つ強みを活かしたシナジーを最大限に発揮させ、ペット保険契約件数の増加に向けた効果的・効率的な施策
につなげていきます。

■動物再生医療技術研究組合の設立

　2019年12月に、富士フイルム株式会社と当社の合弁会社であるセ
ルトラスト・アニマル・セラピューティクス株式会社はセルトラスト
社を中心とした企業及び個人と共同して、農林水産大臣・経済産業大
臣の認可の下、「動物再生医療技術研究組合」を設立しました。 

　本技術研究組合は、産官学での連携を柱にして、未だ確立されてい
ないイヌ・ネコ向け細胞治療サービスの各プロセスを標準化し、あら
ゆる診療施設の獣医師が、安全かつ有効な細胞治療サービスを提供で
きる仕組みを実用化することを目的とした共同研究を行う非営利共益
法人です。
　獣医師を中心とした組合員が連携し、培養、搬送、投与及び経過観
察という細胞治療サービスの一連のプロセスを試験研究するととも
に、これらについての自主的な基準を確立していくことで、飼育動物
分野における適切な細胞治療市場の拡大に貢献していきます。
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現状
CSR（企業の社会的責任）の取組み

　アニコムグループでは、動物に関わる企業として、「動物の尊厳」をCSR活動方針の軸としており、『動物の尊厳に関する宣言』
を社内で掲げています。宣言の中では「すべての動物は尊厳をもつこと」「いかなる動物も虐待の対象とはならないこと」など
を謳っています。動物たちの尊厳を守り、そして高めることこそが、私たちのCSR活動における使命だと考えています。

■犬猫の譲渡会の開催協力

　飼い主のいない犬猫に新しい家族との出会いの場を提供するべく、動物愛護団体等が主催する譲渡会に会場提供などの協力
をしています。2019年度は4団体と連携し、計11回の譲渡会開催に協力しました。今後も、提携先と連携し、1頭でも多くの
犬猫に幸せなご縁がつながるよう活動を継続してまいります。

■動物愛護啓発活動の実施

　アニコムグループでは、2012年度からグループ会社横断プロジェクト「PAW（Project of Animal Welfare）」を立ち上げ、
動物愛護や動物福祉に資する活動を行っています。
　2019年度は、動物愛護週間に、埼玉県と共同で「備えようペットの防災」をテーマにJR浦和駅においてイベントを行いまし
た。当日は、ノベルティを配布しながら、防災について不安に感じていることなどのアンケートを実施し、防災の大切さをお
伝えしました。また自社メディア「anicom you」において、動物愛護啓発に関する記事を発信しています。
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現状
CSR（企業の社会的責任）の取組み

■災害救助犬の育成への協賛

　アニコムグループは、一般社団法人ジャパンケネルクラブ（JKC）が行っている災害救助犬（地震、豪雨などの災害現場で、
瓦礫等に覆われた被災者を捜索し、自衛隊、消防、警察等による救助部隊をサポートする犬）の育成活動に協賛しています。
　訓練所で訓練を受け、認定試験に合格した犬だけがJKC災害救助犬として認定を受け、被災現場等へ出動することができます。
2019年の認定試験には、75頭がチャレンジし29頭が合格しました。また、災害救助犬競技大会には、42頭が参加し、服従や
捜索の技能を競いました。
　2019年は、のべ94頭が全国44ヶ所の防災訓練やイベントへ参加し、災害救助犬の実演を披露したほか、実際の災害現場に
おいて期待に応える活動ができるよう救助部隊と連携した訓練を行っています。
　2019年12月時点で、出動が可能な認定犬は154頭です。
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現状

　アニコムグループでは、どうぶつ業界のインフラプレーヤーとして、積極的なESGの取組みを展開することを中期経営計画
で掲げています。2019年度においては、産・官・学との各種提携を推進したほか、新型コロナウイルス感染症に対する支援など、
ESGの取組みを積極的に展開しております。

■三重県との動物愛護の推進に向けた協定
　2020年2月13日付で、三重県と「動物愛護の推進等
の連携に関する協定」を締結いたしました。「人と動
物が安全・快適に共生できる社会」を目指し、動物愛
護推進のために行う事業を通じ、地域の諸課題に適切
に対応するとともに、活力ある個性豊かな地域社会の
形成及び県民サービスの向上を図ってまいります。

■国際ビジネス学院との業務提携
　国際ペット専門学校等を運営する学校法人国際ビジネス学院と、動物領域における人材育成の強化及び事業の拡大を目的に、
業務提携することに合意しました。

■人権基本方針の制定
　人権尊重に加え、「動物の尊厳保持」を掲げる独自の方針を制定しました。

■今治市との動物の災害対策等に関する包括提携協定
　2020年3月17日付で、今治市と動物の災害対策、愛護及び健康寿命延伸等に関する連携協定を締結しました。

■静岡県三島市のプロジェクトに参画
　2020年4月1日からスタートした静岡県三島市における市民の健康づくりに向けた取組みに「地域健幸ビジネス分科会」の一
員として参画しました。

■新型コロナウイルス感染者のペットを無償でお預かりする「#stayanicom」プロジェクトを始動

■新型コロナウイルス感染症と診断されたお客様へお見舞金支払いによる支援を開始

ESG（環境・社会・ガバナンス）の取組み
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現状
新型コロナウイルス感染症に対する取組み

■＃stayanicom プロジェクト

　新型コロナウイルス感染症に対するペット飼育者の不安を少しでも解消できるよ
う、感染された方のペットを無償でお預かりまたは訪問ケアするサービスを行って
います。
　飼い主が隔離施設で生活する間や入院の間、アニコムの獣医師を中心としたステ
イアニコムクルーが責任と愛情をもってペットのお世話を行います。お預りした
ペットについては、複数回のPCR検査を行い、陰性を確認したうえで、グループ
の動物病院へ移動するなど、ペットができるだけ快適に過ごせるよう努めています。

　2020年4月から開始した本プロジェクトは、2020年6月までに犬12頭、猫6頭、
うさぎ1羽をお預かりしました。
　お世話の様子を掲載したanicom youやSNSには、感謝や応援のメッセージが
数多く寄せられました。

■新型コロナウイルス感染症への対応

　新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、以下の対応を行っています。

〈ご契約者〉
〇保険適用対象の拡大
　外出を控える方が多い中、必要な獣医療が提供できる環境となるよう「ペットを伴わない通院」も補償の対象とする特例措
置を実施しています。

〇継続のお手続き、保険料のお支払いの猶予
　通常のご契約手続きが困難となるご契約者を対象に、お手続きに一定期間の猶予を設ける特別措置を実施しています。

〇新型コロナウイルス感染症と診断された方へお見舞金をお支払い
　ご契約者及び被保険者が新型コロナウイルス感染症と診断された場合、おひとりあたり5万円のお見舞金をお支払いしていま
す。

〈従業員〉
　緊急事態宣言下においても、金融機関として事業の継続が求められる中、従業員の感染リスクを軽減するため、人と人との
接触機会を削減する対策を実施しました。

〇勤務時間における接触機会の削減
　テレワークを含む在宅勤務を積極的に実施したほか、土日勤務を含めたシフト勤務体制を構築しました。また、原則、対面
での面談等は行わないこととし、テレビ会議等を実施しました。

〇通勤時における接触機会の削減
　自動車や自転車での通勤や、オフィスの近隣ホテルへの宿泊を推奨し、これらを行うことによる金銭的負担を会社が補助し
たほか、時差出勤を積極的に実施しました。

10 Anicom Holdings, Inc. 2020



現
　
状経営についてⅠ

  1. アニコムグループの概要 ……………………………12

  2. 業績サマリー …………………………………………14

  3. 2019年度の事業概況 …………………………………15

  4. コーポレート・ガバナンスの状況 …………………18

  5. 内部統制システムの構築 ……………………………20

  6. グループのリスク管理体制 …………………………22

  7. コンプライアンスの推進 ……………………………24

  8. 反社会的勢力の排除 …………………………………26

  9. 利益相反取引の管理 …………………………………27

10. 情報の開示 ……………………………………………28

11. 個人情報の保護 ………………………………………29

11



アニコムグループの概要1　経営についてⅠ

子会社の概要（2020年7月1日現在）アニコム ホールディングス株式会社の概要
（2020年7月1日現在）

　アニコム ホールディングス株式会社は、保険業法第
271条の18に基づく保険持株会社であり、アニコム損害
保険株式会社を中核とした、グループ全体の経営戦略・
経営計画の立案をはじめ、子会社の経営管理を担ってい
ます。各社の付加価値創出力を極限まで高めることで、
グループ全体の無限大の価値創造を具現化することを目
指しています。

社名
（英文社名）
設立年月日

本社所在地

電話番号
資本金
大株主
事業内容

アニコム ホールディングス株式会社
（Anicom Holdings, Inc.）
2000年7月5日
（株式会社ビーエスピーとして設立）
〒160-0023
東京都新宿区西新宿8-17-1
住友不動産新宿グランドタワー39階
03-5348-3911
8,036百万円
35ページをご参照ください。
子会社の経営管理

研究と臨床でどうぶつ医療に
明るい未来をもたらします。

保険と職業紹介の2つの軸で
どうぶつ業界で働く人を支えます。

動物病院支援や飼い主サポートを通じて
どうぶつと人の健康生活を応援します。

涙を減らし、笑顔を生み出す
予防型保険会社を目指しています。

ベンチャー・キャピタルで
どうぶつから始まる価値創造を具現化します。

Webを通じてお客様に
「変化」と「感動」を届けます。
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社名
（英文社名）
設立年月日

開業日
資本金
株主

アニコム損害保険株式会社
（Anicom Insurance, Inc.）
2006年1月26日
（アニコム インシュアランス
プランニング株式会社として設立）
2008年1月10日
6,550百万円
アニコム ホールディングス株式会社（100％）

〈損害保険事業〉
アニコム損保のペット保険は、
対応動物病院の窓口での診療
費お支払い時に、保険金の請
求が完了する「窓口精算シス
テム」により、人の健康保険
のように身近な保険としてご
利用いただけます。

社名
（英文社名）
設立年月日
資本金
株主

アニコム フロンティア株式会社
（Anicom Frontier, Inc.）
2005年2月25日
45百万円
アニコム ホールディングス株式会社（100％）

〈保険代理店業及び有料職業紹介事業〉
どうぶつに関わる人材をサ
ポートする事業として、保険
代理店事業、有料職業紹介事
業、教育事業を運営していま
す。

社名
（英文社名）
設立年月日
資本金
株主

アニコム パフェ株式会社
（Anicom Pafe, Inc.）
2004年12月24日
495百万円
アニコム ホールディングス株式会社（100％）

〈動物病院支援事業〉
動物病院向けカルテ管理シス
テム「アニコムレセプター」
の開発・販売や、飼い主様向
け各種サービスを展開してい
ます。

社名
（英文社名）
設立年月日
資本金
株主

アニコム先進医療研究所株式会社
（Anicom Specialty Medical Institute, Inc.）
2014年1月24日
800百万円
アニコム ホールディングス株式会社（100％）

〈動物医療分野における臨床・研究事業〉
どうぶつ医療分野における
基礎研究の推進、科学的根拠
に基づく診療方法の確立、先
進医療の開発に向けた臨床
等に取り組んでいます。

社名
（英文社名）
設立年月日
資本金
株主

アニコム キャピタル株式会社
（Anicom Capital, Inc.）
2015年7月7日
100百万円
アニコム ホールディングス株式会社（100％）

〈ベンチャー・キャピタル事業〉
どうぶつ関連の有望なベン
チャー企業やイノベーション
につながる研究開発に対する
投資・育成により、どうぶつ
から始まる価値創造を具体化
します。

社名
（英文社名）
設立年月日
資本金
株主

株式会社シムネット
（SIMNET Co.,Ltd）
2001年3月2日
100百万円
アニコム ホールディングス株式会社（100％）

<ペットに関するネットサービスの企画・開発・運営>
ペットに関するネットサービ
スの企画開発運営を行う会社
です。中でも、ブリーダーと
お客様とのマッチング支援サ
イト「みんなのブリーダー」は、
国内最大級の規模を誇ってい
ます。
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■2019年度業績の概要
■  当社グループの2019年度連結決算の経常収益は41,465百万円、経常費用は39,275百万円、経常利益は2,189百万円（前連結
会計年度比3.9％減）、親会社株主に帰属する当期純利益は1,525百万円（同5.3％減）となりました。

■  損害保険事業（ペット保険）においては、アニコム損保の経常収益は39,622百万円、経常費用は37,780百万円、保険引受利
益は1,598百万円、経常利益は1,842百万円、当期純利益は1,251百万円となりました。

（1）損益の状況（連結） （単位：百万円）

2018年度 2019年度
増　減

金額 百分比（%） 金額 百分比（%）
経常収益 35,829 100.0 41,465 100.0 5,636
　保険引受収益 34,535 96.4 39,105 94.3 4,570
　資産運用収益 383 1.1 496 1.2 112
　その他経常収益 910 2.5 1,863 4.5 952
経常費用 33,550 93.6 39,275 94.7 5,725
　保険引受費用 24,071 67.2 27,212 65.6 3,140
　資産運用費用 10 0.0 109 0.3 99
　営業費及び一般管理費 9,112 25.4 11,153 26.9 2,040
　その他経常費用 356 1.0 800 1.9 444
経常利益 2,278 6.4 2,189 5.3 △89
特別利益 16 0.0 14 0.0 △1
特別損失 19 0.1 42 0.1 22
親会社株主に帰属する当期純利益 1,610 4.5 1,525 3.7 △85
包括利益 1,588 4.4 1,146 2.8 △442

（2）資産・負債・資本等の状況（連結） （単位：百万円）

2018年度 2019年度 増　減
資産 42,390 45,598 3,208
負債 20,156 22,273 2,117
純資産 22,234 23,325 1,090
負債及び純資産合計 42,390 45,598 3,208

（3）損害保険事業における主要指標の状況 （単位：百万円）

アニコム損害保険株式会社

2018年度 2019年度

収益性

当期純利益 1,597 1,251
経常利益 2,268 1,842
正味損害率 56.3% 55.2%
正味事業費率 33.3% 35.7%
コンバインド・レシオ 89.6% 90.9%
収支残率 10.4% 9.1%
保険引受利益 2,040 1,598

健全性
自己資本 16,170 17,042
単体ソルベンシー・マージン比率 429.2% 409.7%

成長性 正味収入保険料増収率 10.4% 13.2%

規模
正味収入保険料 34,535 39,105
元受正味保険料 34,535 39,105

（注）1.   正味損害率＝（正味支払保険金+損害調査費）÷正味収入保険料
2. 正味事業費率＝（諸手数料及び集金費+保険引受に係る営業費及び一般管理費）÷正味収入保険料
3. コンバインド・レシオ＝正味損害率+正味事業費率
4. 収支残率＝100%－コンバインド・レシオ
5. 単体ソルベンシー・マージン比率

  巨大災害の発生や、保有資産の大幅な価格下落等、通常の予測を超えて発生しうる危険に対する、資本金・準備金等の支払余力の割合を示す指
標です。行政当局が保険会社を監督する際に、経営の健全性を判断するために活用されており、この数値が200%以上であれば「保険金等の支
払能力の充実の状況が適当である」とされています。

6. 正味収入保険料：元受及び受再契約の収入保険料から出再契約の支払再保険料を控除したもの
7. 元受正味保険料：元受保険料から元受解約返戻金及び元受その他返戻金を控除したもの

2　経営についてⅠ
業績サマリー
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2019年度の事業概況3　経営についてⅠ

　アニコムグループでは、2019年度の重点施策である「ペット保険の更なる収益力向上」等に取り組んだ結果、当連結会計年
度の連結経営成績は以下のとおりとなりました。
　保険引受収益39,105百万円（前期比13.2％増）、資産運用収益496百万円（同29.5％増）、新規事業等を含むその他経常収益
1,863百万円（同104.6％増）を合計した経常収益は41,465百万円（同15.7％増）となりました。一方、保険引受費用27,212

百万円（同13.0％増）、営業費及び一般管理費11,153百万円（同22.4％増）などを合計した経常費用は39,275百万円（同17.1％増）
となりました。この結果、経常利益は2,189百万円（同3.9％減）、親会社株主に帰属する当期純利益は1,525百万円（5.3％減）
となりました。

■損害保険事業
　アニコム損害保険株式会社では、2019年度の重点施策である「ペット保険の更なる収益力向上」に向け、商品開発の強化や
販売チャネルの営業活動の強化などに注力したことに加え、堅調なペット飼育需要により、保有契約件数は816,254件（前期
末から62,922件の増加・同8.4％増）と順調に増加しております。また、E/I損害率 注1）については、新規契約件数増による
商品ポートフォリオの改善や商品料率改定の効果により57.8％と前年同期比で1.2pt改善いたしました。既経過保険料ベース事
業費率 注2）は、引き続き規模拡大に向けた積極投資により37.1％と前年同期比で2.6pt上昇いたしました。この結果、両者を
合算したコンバインド・レシオ（既経過保険料ベース）は前年同期比で1.4pt上昇し94.9％となりました。

注1） E/I損害率：発生ベースでの損害率
（正味支払保険金＋支払備金増減額＋損害調査費）÷既経過保険料にて算出

注2） 既経過保険料ベース事業費率：発生ベースの保険料（既経過保険料）に対する発生ベースの事業費率
損保事業費÷既経過保険料にて算出

■動物病院支援事業
　動物病院向けカルテ管理システムの開発・販売・保守を手掛けるアニコム パフェ株式会社においては、クラウド型カルテ管
理システム（商品名：アニレセクラウド）を展開しています。その結果、当事業の経常収益は223百万円（前連結会計年度比9.8％
増）となりました。

■保険代理店事業
　アニコム フロンティア株式会社において、保険代理店として、ペット関連企業が保有する物件（ビル・支店・営業所等）の
契約獲得や動物病院・ペットショップの経営者・従業員への営業活動に注力した結果、当事業の経常収益は15百万円（前連結
会計年度比10.5％増）となりました。

■動物医療分野における研究・臨床事業
　アニコム先進医療研究所株式会社において、主に動物医療分野における研究・臨床事業、地域獣医療のサポートとしての病
院承継を行った結果、当事業の経常収益は882百万円（前連結会計年度比100.6％増）となりました。

■その他事業
　アニコム パフェ株式会社では、ペットの健康に関する電話相談を24時間365日サポートする「anicom24」のサービス、ペッ
トのしつけに関する教材を毎月お届けする「アニトレ24」のサービスを提供するほか、ペットを失った悲しみ（ペットロス）
を支えるWebサイト「アニコム メモリアル」の運営に取り組んでおり、アニコム フロンティア株式会社では、動物関係者に
特化した人材紹介「アニジョブ」の提供等、新規事業分野の拡充による新たな収益源確保を図ってきました。その結果、これ
らの事業の経常収益は721百万円（前連結会計年度比245.3％増）となりました。
　アニコム キャピタル株式会社において、アニコムグループにシナジーのある企業及び研究を中心にコーポレート・ベン
チャー・キャピタル事業を行っていますが、投資先の上場等により資金回収を行う事業モデルであることから、当事業による
経常収益は計上されていません。
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3　経営についてⅠ

（対処すべき課題）
■経営環境等
　新型コロナウイルスの影響が全世界へ拡大し、わが国でも政府による緊急事態宣言が発令され、ペット業界においても一部
のペットショップが店舗を休業するなどの影響が出ております。しかしながら、こうした消費マインドが冷え込む状況下にお
いても、現在までの間、わが国のペット飼育需要は堅調に推移しており、アニコム損害保険株式会社の保有契約件数について
も順調に増加しております。
　一方で、近年、わが国では、猫の飼育頭数が逓増しているものの、ペットの飼育世帯数の伸び悩みに加え、ブリーダーの高齢化・
減少などの理由により、犬の飼育頭数は逓減傾向が続いております。また、現在、国内のペット保険事業には、当社グループ
を含む損害保険業の免許を受けた5社に、少額短期保険業者の10社を加えた15社が参入しており、競争環境が厳しい状況となっ
ております。
　こうした状況の中、わが国のペット産業全体の市場規模は、毎年、拡大し続けており、2019年には約1兆5千億円を超え、ペッ
ト保険市場については2019年のペット保険の普及率は約10％の水準まで伸長しております。

■課題への対応
＜新型コロナウイルスへの対応＞
　現時点で、新型コロナウイルス感染症が当社の業績に対し、大きく影響を与えるような状況は生じておりません。しかしながら、
ショッピングモール等の大型商業施設内で営業しているペットショップが休業するといった状況が生じており、これらの休業
に伴う生体の販売頭数の減少により、保険契約件数が減少するリスクがあります。一方で、路面店等のペットショップでは衛
生面等に配慮しながら営業を継続しており、これらのペットショップでは生体の販売頭数が増加し、保険契約件数も順調に推
移していることから、保険料や連結経常収益に大きく影響を与えるリスクは少ないと考えております。
　また、新型コロナウイルス感染症の影響に係る当社の対応として、ペット飼育者が、新型コロナウイルスに感染した場合のペッ
トのお世話についての不安の声が当社に多数寄せられたことから、こうした不安を解消するため “#stayanicom プロジェクト”
をスタートさせております。本プロジェクトは、ペット飼育者が新型コロナウイルスに感染し、病院や隔離施設で生活するこ
ととなった場合に、その間、アニコムグループがペットを無償でお預かりまたは訪問し、獣医師を中心とした社員がお世話す
るものであり、ペット飼育者の不安を軽減するためのプロジェクトです。このほか、コロナ禍において外出を控えることが多
くなる中でも、ペットへ必要な獣医療が提供できるよう「ペットを伴わない通院」も保険の補償対象とするなどの取組みも実
施しております。こうした取組みなどを通じて、人とペットが安心して共生する社会を実現し、ペットの飼育頭数の増加にも
つなげていきたいと考えております。
　更に、アニコムグループの従業員への安全対策については、従業員の感染リスクを低減するため、可能な限り人との接触機
会を削減することを目的にテレワークを含む在宅勤務を実施しております。一方で、当社が金融機関として緊急事態宣言下に
おいても事業の継続が求められることから、やむを得ずオフィスへの出社を要する従業員に対しては、通勤時の感染リスクを
低減させるため、時差出勤、土日勤務を含めたシフト勤務体制を構築することに加え、自動車や自転車での通勤を行った場合や、
オフィスの近隣ホテルへ宿泊した場合の補助を行うことなどの対応を実施しました。 

＜ペット保険事業＞
　わが国では、ペット保険の普及率が約10％まで伸長しているものの、ペット保険の先進国である英国やスウェーデンと比べ
て低く推移しており、当社では、その理由の一つとして、ペット保険の認知度が低いためであると考えております。こうした
状況への対応として、引き続きアニコムグループが提供するペット保険が、“どうぶつの健康保険制度”として社会に広く認知・
利用されるためのマーケティングやPRを強化していくこととし、Webや動物病院等を積極的に活用し、当社が提供するペッ
ト保険の有用性や利便性をペット飼育者に対して訴求していきたいと考えております。その中では、特に、アニコムグループ
が提供する保険商品に付帯されている、「どうぶつ健活」 注3）の特徴をペット飼育者へ伝えていくことが重要であると考えて
おります。「どうぶつ健活」は、2018年12月から開始しているサービスであり、どうぶつの腸内フローラの測定結果から、病
気のなりやすさを判定し、その結果に応じて、無料で健康診断が受けられる当社グループ独自のサービスです。こうした保険
商品の独自性・優位性をペット飼育者に伝えるための取組みを強化していくことで、保険事業の更なる拡大を目指してまいり
ます。

2019年度の事業概況
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　また、2020年1月に、わが国最大のブリーダーとのマッチングサイトや譲渡などの里親マッチングサイトを運営する株式会
社シムネットが、アニコムグループに新たに加わりました。近年、ペットをブリーダーから直接、家族にお迎えする機会が多
くなってきており、また、犬の飼育頭数が逓減する一方で、猫の飼育頭数は逓増しており、保護猫の譲渡会等を通じて家族に
お迎えする機会が多くなってきております。同社は、これまでもアニコム損害保険株式会社のペット保険代理店業務を行って
おりましたが、アニコムグループに加わることで、両社がこれまで以上に緊密に連携し、お互いが持つ強みを活かしたシナジー
を最大限に発揮させ、ペット保険契約件数の増加に向けた効果的・効率的な施策につなげていきたいと考えております。
注3） 「どうぶつ健活」は、「どうぶつ健保ふぁみりぃスタンダードタイプ」「どうぶつ健保べいびぃ」「どうぶつ健保すまいるふぁみりぃ」「ど

うぶつ健保はっぴぃ」「どうぶつ健活しにあ」が対象です。但し、腸内フローラ測定はすべてのどうぶつが対象ですが、健康診断サー
ビスの対象は犬・猫に限ります。

＜ペットの飼育頭数＞
　ペットの飼育頭数が伸び悩んでいるといった課題に対しては、
前述のとおり、ペット飼育者が安心してペットを飼育できる環
境を構築することが重要だと考えております。
アニコムグループでは、コロナ禍において“#stayanicom プ

ロジェクト”などの取組みを実施しておりますが、これらの取
組みのほかにも、どうぶつが有する遺伝性疾患の撲滅を目的と
した遺伝子検査事業を開始しております。遺伝子検査事業では、
主要なペットショップやブリーダー等を通じて流通するペット
の遺伝子検査をグループ内のラボにて実施し、こうした検査に
より蓄積されたデータ・科学・技術に医療のサポートを加えた
ブリーディング支援を通じて、ブリーディング現場における
さまざまな課題を解決し、健康なペットの流通を促すことで、
ペットの病気やケガなどへの飼育者の不安を少しでも解消して
いきたいと考えております。
　また、新たにアニコムグループに加わった株式会社シムネッ
トのプラットフォームを活用することで、ブリーダーに対して、
これらのサービスを直接に伝えられる機会が得られることから、
これを活用し、ブリーダーへのサポートを行うことで、ブリー
ダーの収益機会を向上させるとともに、ブリーダー数の減少に
歯止めをかけ、ペットの流通頭数と飼育頭数の増加につなげていきたいと考えております。
　更に、ペット飼育者が病気や高齢になった場合や、ペットが高齢となり介護が必要となった場合等に、やむを得ずペットの
飼育ができなくなることへの対応として、ペット飼育者の代わりにペットを飼育する老犬ホームや終生飼育施設（シェルター）
などを運営することで、ペット飼育者が安心して飼育できる環境を構築し、飼育頭数の増加につなげていきたいと考えております。

アニコムグループでは、これらのように社会情勢の変化や顧客のニーズを逃すことなく的確に捉え、新たな社会的価値を創
出し続けていくことで、持続的な成長を目指していきます。

（ペット産業全体の市場規模：億円）

（犬猫飼育頭数：千頭）

18,575

2019

9,778

8,797

18,715

2015

9,277

9,438

18,665

2016

9,309

9,356

18,446

2017

9,526

8,920

18,552

15,700
14,743 14,983 15,193 15,422

2018

9,649

8,903

猫

犬

出典：一般社団法人 日本ペットフード協会
出典：㈱矢野経済 ペットビジネスマーケティング総覧2020年版
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■コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
　当社は、アニコムグループの経営理念である「それぞれの命が持つ個性の違いを互いに尊重しあい、分業協力することで、
世界中に「ありがとう」を拡大すること」を通じて、すべてのステークホルダーに対する責務と約束を果たし、その社会的使
命を全うするとともに、グループ全体の企業価値の永続的な向上を目指します。アニコムグループでは、これらを着実に実現
するためグループコーポレート・ガバナンス基本方針を策定し、健全で透明性の高いグループコーポレート・ガバナンス体制
の維持・強化に取り組んでいます。

1. 企業統治の体制の採用理由と概要
　当社の企業統治体制は、以下のとおりです。

株  主  総  会

取締役会（取締役）

内
部
監
査
室 企 画・管 理 部 門

会
計
監
査
人

指 名・報 酬・ガ バ ナンス 委 員 会

取 締 役 会 委 員 会
グループコンプライアンス委員会 / グループリスク管理委員会 / 
グループ危機管理委員会

経 営 会 議 委 員 会

アニコム損害保険株式会社

アニコム フロンティア株式会社

アニコム キャピタル株式会社 株式会社シムネット

アニコム パフェ株式会社

アニコム先進医療研究所株式会社

グループ予算委員会 / グループＩＴ戦略委員会 /
グループ人事政策委員会

経営管理・モニタリング内部監査

内部監査

報告監督/承認

答申・報告

会計監査

会計監査相当性の
判断

連携
監査

選任・解任選任・解任選任・解任

連携

報告等
経営会議（執行役員）

業務執行

経営意思決定・監督

監 査 役
（監査役会）

（1） 企業統治体制を採用する理由
　当社は、監査役会設置会社を採用し、取締役会が、監査役会と緊密に連携し、重要案件の最終意思決定を行うとともに、経
営に対する監督機能を強化しています。また、当社では、取締役会及び監査役会において、過半数を社外取締役及び社外監査
役とするなど透明性の高いガバナンス体制を構築しています。
　更に、執行役員制度を導入し、経営の意思決定及び監督機能と、業務執行機能を明確に分離することで、取締役会の牽制・
監督機能といったガバナンスの観点についても強化していることに加え、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化
するため、取締役会とは別に社外取締役を主要な構成員とする諮問委員会として「指名・報酬・ガバナンス委員会」を設置し
ています。なお、「指名・報酬・ガバナンス委員会」は、過半数を社外取締役から選出しています。

（2） 企業統治体制の概要
①取締役会及び取締役
　当社の取締役会は、社内取締役3名（小森伸昭氏、百瀬由美子氏、亀井達彦氏）及び社外取締役4名（福山登志彦氏、井上
幸彦氏、渋澤健氏、田中栄一氏）の7名で構成され、議長は代表取締役である小森伸昭氏が務めています。
　なお、当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めています。

4　経営についてⅠ
コーポレート・ガバナンスの状況
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　当社の取締役会は、グループの信頼の維持・向上を重視して、業務執行に関する重要な意思決定を決議するとともに、執
行役員の業務を監督しています。持株会社である当社の取締役会は、グループの中長期戦略や各種基本方針を決定するなど
の機能を有し、各取締役は、取締役会がこれらの責務・機能を十分に全うできるよう努めています。また、アニコムグルー
プの中核企業であるアニコム損害保険株式会社においても執行役員制度を採用しており、各執行役員は取締役会にて決定さ
れた執行担当業務を遂行しています。
　また、当社は、グループ会社経営管理基本方針に基づき、子会社における重要な経営事項について当社の取締役会におい
て審議し、必要に応じて報告を求めるなどの子会社を監督する体制をとっています。
　更に、グループ経営会議を定期的に開催し、グループ会社の取締役及び執行役員等でグループ全体の業務執行に係る議案
を協議し、当社取締役会においては重要な経営事項について、その審議内容・提言を十分に考慮して意思決定を行っています。

②監査役会及び監査役
　当社の監査役会は、常勤監査役1名（須田一夫氏）及び社外監査役3名（岩本康一郎氏、須田邦之氏、武見浩充氏）の4名
で構成されています。
　監査役会は、監査役会規則に基づき、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議・決議をしています。各監査役は、
監査役会で策定された監査役監査基準や監査計画に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、業務及び財産の
状況を監査するとともに、会計監査人及び内部監査部門等から報告を受けるなど、相互に緊密な連携を保ち、取締役の業務
執行を監督しています。

③指名・報酬・ガバナンス委員会
　当社は、取締役会の諮問委員会として、社外取締役5名及び社内取締役2名の7名で構成される指名・報酬・ガバナンス委
員会を設置しています。同委員会では、当社及びアニコム損害保険株式会社の取締役・監査役の選任・解任、当社及びアニ
コム損害保険株式会社の取締役・監査役・執行役員の選任要件、当社及びアニコム損害保険株式会社の取締役の業績評価、
当社及びアニコム損害保険株式会社の取締役・執行役員の報酬体系、当社及びアニコム損害保険株式会社の取締役の報酬水
準とともに、コーポレートガバナンスに係る各種方針・施策等の整備状況や実施状況を審議しています。

2. 企業統治に関するその他の事項
　当社は、業務の適正を確保するための体制（以下、内部統制システムといいます。）の整備について、取締役会決議を経た上
で、内部統制システム基本方針を定めています。また、当社は、グループ会社の経営管理やグループのコンプライアンス、リ
スク管理、内部監査等に関する基本的な事項をグループの各種方針に定めています。

3. 株主総会決議に関する事項
（1） 取締役の選任の決議要件
　当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権3分の1以上を有する株主が出席し、その
議決権の過半数で行う旨定款に定めています。

（2） 株主総会の特別決議要件
　当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3

分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上で行う旨定款に定めています。また、取締役の選任決議は、議決
権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投
票によらない旨を定款で定めています。これらは、定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的と
するものです。

（3）   株主総会決議事項のうち取締役会で決議することができる事項
　当社は、会社法第165条第2項の規定により、将来の経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を可能とするため、自己株
式を取締役会の決議で取得することができる旨を定款に定めています。
　また、当社は会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うこ
とができる旨を定款に定めています。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためです。
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　当社は、会社法及び会社法施行規則に定める、株式会社の業務の適正を確保するために必要な体制の整備について、以下の
内部統制システム基本方針を取締役会において決議し、これに沿ってグループ会社の経営管理、コンプライアンス、リスク管理、
監査役会監査の実効性確保等を含むアニコムグループ全体の内部統制システムを整備することにより、業務の適正を確保する
とともに企業価値の向上に努めております。

内部統制システム基本方針

1. アニコムグループにおける業務の適正を確保するための体制
　（1）  当社は、アニコムグループ経営理念に基づき、グループの事業を統括する持株会社として、グループ会

社の経営管理に関する基本方針を定めるとともに、取締役会への報告体制を確立することにより、グルー
プ会社に対する当社の経営管理体制を整備する。

　　　①  当社は、当社が直接的に経営管理するグループ会社（以下「子会社等」という。）と経営管理契約を締
結することなどにより、子会社等の経営管理を行う。

　　　②  グループの経営戦略やグループ経営の根幹となる各種グループ基本方針等を子会社等に示す。
　　　③  子会社等による事業戦略、事業計画等の重要事項の策定を当社の事前承認事項とする。
　　　④  子会社等による各種グループ基本方針等に基づく取り組み、事業計画の実施状況等を当社への報告事

項とする。
　（2）  当社は、グループの財務報告に係る内部統制に関する基本方針を定め、財務報告の適正性と信頼性を確

保するために必要な体制を整備する。
　（3）  当社は、グループの情報開示に関する基本方針を定め、企業活動に関する情報を適時・適切に開示する

ための体制を整備する。
　（4）  当社は、グループ内取引等の管理に関する基本方針を定め、グループ内取引等の管理体制を整備する。

2. 職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
　（1）当社は、グループのコンプライアンスに関する基本方針を定め、コンプライアンス体制を整備する。
　　　①  当社は、コンプライアンスを統括する部署を設置する。
　　　②  当社は、グループ倫理規範を定め、グループの役職員がこの倫理規範に則り事業活動のあらゆる局面

においてコンプライアンスを最優先するよう周知徹底を図る。
　　　③  当社は、グループコンプライアンス・マニュアルを策定するとともに、役職員が遵守すべき法令、社

内ルール等に関する研修を実施し、コンプライアンスの周知徹底を図る。
　　　④  当社は、「コンプライアンス・プログラム」を毎期策定し、その実行を通じ、コンプライアンス遵守態

勢の充実を図る。また、定期的に開催する「グループコンプライアンス委員会」において、コンプラ
イアンス疑義案件及び不祥事件への対応並びに外部弁護士相談を踏まえた当社方針等の適切性の確認
を行う。

　　　⑤  当社は、法令又は社内ルールなどのコンプライアンスに抵触する事案が生じた場合の報告ルールを定
めるとともに、通常の報告ルートのほかに、社内外にホットライン（内部通報制度）を設け、その利
用につきグループの役職員に周知する。

　（2）  当社は、グループの顧客保護等に関する基本方針を定め、お客様本位を徹底し、顧客保護等を図るため
の体制を整備する。

　（3）  当社は、グループの情報セキュリティ管理に関する基本方針を定め、情報セキュリティ管理体制を整備する。
　（4）  当社は、グループの反社会的勢力等への対応に関する基本方針を定め、反社会的勢力等への対応体制を

整備するとともに、反社会的勢力等との関係遮断、不当要求等に対する拒絶等について、弁護士や警察
等と連携し、毅然とした姿勢で組織的に対応する。

　（5）  当社は、被監査部門から独立した内部監査部門を設置するとともに、グループの内部監査に関する基本
方針を定め、当社及びグループ会社において、実効性のある内部監査体制を整備する。

3. リスク管理に関する体制
　（1）  当社は、グループのリスク管理に関する基本方針を定め、リスク管理体制を整備する。
　　　①  当社は、リスク管理を統括する部署を設置する。
　　　②  定期的に開催する「グループリスク管理委員会」において、態勢整備の進捗状況や有効性について検討し、

重要事項ついては、取締役会に報告する。
　　　③  リスク管理にあたっては、リスクカテゴリーごとに分類して、特定・評価・制御・緊急事態対応プラ

ンの策定及びモニタリング・報告のプロセスを構築する。
　　　④  当社は、子会社等の業態やリスクの特性等に応じた適切なリスク管理を会社毎に実施させる。
　（2）  当社は、経営の健全性を確保しつつ企業価値を持続的・安定的に向上させ、それにより保険契約者をは

じめとするステーク・ホルダーの利益保護に資することを目的として、グループの統合的リスク管理に
関する方針を定める。

5　経営についてⅠ
内部統制システムの構築
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　（3）  当社は、グループの危機管理に関する基本方針を定め、危機管理体制を整備する。

4. 職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　（1）  当社は、グループの中期経営計画及び年度計画（数値目標等を含む。）を策定する。
　（2）  当社は、業務分担及び指揮命令系統を通じて効率的な業務執行を実現するため、職務権限に関する規程

を定めるとともに、事業目的を達成するために適切な組織機構を構築する。
　（3）  当社は、経営会議規則を定め、取締役等で構成する経営会議を設置し、経営上の重要事項について協議・

報告を行う。
　（4）  当社は、取締役会の諮問機関として、指名・報酬・ガバナンス委員会を設置し、次の事項を審議し、取

締役会に対して答申する。
　　　①  当社及びアニコム損害保険株式会社の取締役・監査役の選任・解任
　　　②  当社及びアニコム損害保険株式会社の取締役・監査役・執行役員の選任要件
　　　③  当社及びアニコム損害保険株式会社の取締役の業績評価
　　　④  当社及びアニコム損害保険株式会社の取締役・執行役員の報酬体系
　　　⑤  当社及びアニコム損害保険株式会社の取締役の報酬水準
　　　⑥  コーポレートガバナンスに係る各種方針・施策等の整備状況や実施状況
　（5）  当社は、グループの人事に関する基本方針を定め、社員の働きがい、やりがいの向上、透明公正な人事

の徹底により、生産性及び企業価値の向上の実現を図る。
　（6）  当社は、（1）～（5）のほか、当社及びグループ会社において、職務の執行が効率的に行われることを確

保するための体制を整備する。

5. 取締役及び執行役員の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
   　当社は、文書等の保存に関する規程を定め、重要な会議の議事録等、取締役及び執行役員の職務の執行に係
る情報を含む重要な文書等は、同規程の定めるところに従い、適切に保存及び管理を行う。

6. 監査役の職務を補助すべき職員に関する事項
　（1）  当社は、監査役の監査業務を補助するため、監査役直轄の監査役事務局を設置する。
　　　  監査役事務局には、監査役の求めに応じて、監査業務を補助するために必要な知識・能力を具備した専

属の職員を配置する。
　（2）  監査役事務局に配置された職員は、監査役の命を受けた業務及び監査を行う上で必要な補助業務に従事し、

必要な情報の収集権限を有する。
　（3）  当該職員の人事考課、人事異動及び懲戒処分は、常勤監査役の同意を得た上で行う。

7. 監査役への報告に関する体制
　（1）  役職員は、経営、財務、コンプライアンス、リスク管理、内部監査の状況等について、定期的に監査役

に報告を行うとともに、当社又はグループ会社の業務執行に関し、重大な法令若しくは社内ルールの違
反又は会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに監査役に報告
を行う。

　（2）  当社は、グループ会社の役職員が、当社又はグループ会社の業務執行に関し重大な法令若しくは社内ルー
ルの違反又は会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときに、これらの者又はこれらの
者から報告を受けた者が、当社の監査役に報告を行う体制を整備する。

　（3）  当社は、当社及びグループ会社において、監査役に（1）又は（2）の報告を行った者が、当該報告を行っ
たことを理由として不利な取扱いを受けることがないよう、必要な体制を整備する。

　（4）  役職員は、ホットライン（内部通報制度）の運用状況及び報告・相談事項について定期的に監査役に報
告を行う。

8. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　（1）  監査役は、取締役会に出席するほか、経営会議その他の重要な会議又は委員会に出席し、意見を述べる

ことができるものとする。
　（2）  監査役は、重要な会議の議事録、取締役及び執行役員が決裁を行った重要な稟議書類等について、いつ

でも閲覧することができるものとする。
　（3）  監査役は、子会社監査役に対して積極的に意思疎通及び情報の交換を図るなど、子会社監査役との連携

を密にし、監査の効率性を高める。
　（4）  監査役は、代表取締役との定期的な会合として経営審議会を開催し、情報の共有と意見の交換を行う。
　（5）  役職員は、いつでも監査役の求めに応じて、業務執行に関する事項の説明を行う。
　（6）  内部監査部門は、監査に協力することなどにより、監査役との連携を強化する。
　（7）  当社は、監査役の職務の執行に係る費用等について、当社が監査役の職務の執行に必要でないことを証

明したときを除き、これを支払うものとする。
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6　経営についてⅠ
グループのリスク管理体制

　当社は、グループリスク管理基本方針を制定し、当社グ
ループの経営に影響を及ぼしうるリスクの予見・コントロー
ルに努めるとともに、環境変動を想定した応答活動を常に
準備し、不測の事態にあってもサービスや商品の品質を維
持し、事業継続ができるように、リスク管理体制の構築に
努めています。

①ERMの推進
　当社においては、取締役会主導のもと、経営企画部・リス
ク管理部を中心に、ERM（Enterprise Risk Management）
の推進に取り組んでいます。取締役会はグループリスク管
理基本方針の中でERM態勢を定め、グループ各社に周知す
るとともに、具体的な取決め等をグループERM規程で定め
ています。また、グループリスク選好基本方針として健全性・
収益性に関する目標値等を定め、中期経営計画の礎として
います。
　また、当社では「グループリスク管理委員会」を設置し、
当社グループの個別リスク管理の状況及び統合的に評価し
たリスクの状況に関して議論を行い、取締役会に定期的に
報告する態勢を整備しています。

②リスク・プロファイル
　当社グループが保有するリスクを正しく認識するため、
エマージングリスク（将来新たに発現し、当社グループの
経営に大きな影響を及ぼす可能性のあるリスク）も含めた
リスクの概要を網羅的に洗い出し、それを基にしたリスク・
プロファイルを定期的に作成しています。また、リスク管
理部は当社グループ内における波及リスク等、個々のグルー
プ各社では対応できないリスクを含めた各種リスクについ
て網羅性の検証を行うとともに、リスクを定量的に評価し、
リスク状況のモニタリングを実施しています。

③内部モデルの高度化
　当社は、当社グループの経営に影響を及ぼしうるリスク
の特定及び計測を実施し、保有する自己資本等の状況と対
比させることにより、健全性を定期的に検証しています。
　また、リスク量及び自己資本等の計測手法として内部モ
デルを定めており、各種リスクの分析等を踏まえ、その高
度化を進めています。

④ストレス・テスト
　リスク管理部は、②及び③の対応で把握しにくい、グルー
プの経営に深刻な影響を及ぼしうるリスクを把握・管理す
るため、過去に発生したことがない仮想シナリオを含むス
トレスシナリオ、リバース・ストレス・テスト、感応度テ
ストを定期的に実施し、自己資本等の充実度への影響度を
分析しています。また、深刻な影響が見込まれる場合には、
速やかに対応策を検討・実施する態勢を整備しています。

⑤リスク選好方針・資本配賦
　経営企画部は、グループリスク選好基本方針及びグルー
プの中期経営計画を策定しています。また、それらに基づき、
資本配賦を実施し、経営の安定性確保を目的として、子会社、
リスク・カテゴリー等の適切な単位ごとにリスク限度枠を
設定しており、その遵守状況を定期的にモニタリング（リ
ミット管理）しています。また、リミットに抵触のおそれ
がある場合には、リスク削減・再配賦・自己資本の増強等
の対応策を速やかに検討・実施する態勢としています。

【リスク・リターン・資本の関係】

資本

リターンリスク

財務健全性の確保 資本効率の向上

リスク・リターン管理の強化

企業価値の
最大化

⑥危機管理方針
　当社では、大規模な災害や事故又は風評被害等により、
人命、資産又は当社活動が危険にさらされるような事態や、
当社とお客様・代理店等との関係に重大な影響が生じるよ
うな事態に適切に対応するためにグループ危機管理方針を
定め、当社が被る経済的損失を極小化し、迅速な通常業務
への復旧に努めることとしています。
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【リスク管理体制】

アニコム ホールディングス株式会社

監査役会
取締役会

グループリスク管理委員会

リスク管理部各部 経営企画部

監査役

アニコム損害保険
株式会社

アニコム パフェ
株式会社

アニコム先進医療研究所
株式会社

アニコム フロンティア
株式会社

アニコム キャピタル
株式会社

株式会社
シムネット

・個別リスク管理の状況
・統合的に評価したリスクの状況

・経営計画
・自己資本管理等

監査役監査

モニタリング 報告

報告

モニタリング
連携

指
示

報
告

報
告

内
部
監
査

指
示

報
告

内
部
監
査
室
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　経営についてⅠ

　当社は、グループコンプライアンス基本方針を定め、コンプライアンスに関する基本的な考え方や当社及びグループ会社の
役割等につき定めているほか、コンプライアンスに関する重要事項は当社の取締役会において審議・決定し、グループ会社に
おけるコンプライアンスの一層の徹底を図っております。

グループ コンプライアンス基本方針

1. 法令等の遵守
各種法令や社内ルールを遵守するとともに、公正で自由な競争を行い、誠実かつ適正な企業活動を行います。
（1）コンプライアンス

  コンプライアンスとは、各種法令や社内ルール等を遵守して、誠実かつ適正な企業活動を遂行すること
をいいます。企業活動に関係する全てのルールを正しく理解し厳正に遵守することにより、はじめて適
正な事業活動を行うことが可能になります。

　（2）公正かつ自由な競争
  保険業法、独占禁止法等の関係法令を遵守して事業遂行にあたります。公正で自由な競争を阻害するよ
うな談合やカルテル等の行為は決して行いません。また取引上の立場を利用して、不当に相手方に不利
益を強いるような行為も一切行いません。

　（3）利益相反の防止
  保険関連業務に係る取引のうち、お客様の利益を不当に害するおそれのあるものを「利益相反のおそれ
のある取引」として管理します。また、会社の正当な利益に反し、自分や第三者の利益を図るような行
為は一切認めません。

　（4）知的財産権の保護
著作権や特許権、商標権等の知的財産権を侵害することのないよう、十分に留意します。

（5）職場環境
労働関係法令等を遵守して、安全かつ健全な職場環境を維持するよう努めます。

2. 社会・政治との関係
社会や政治との適正な関係を維持します。
（1）反社会的勢力に対する姿勢

  暴力団や総会屋等の反社会的勢力に対しては、その圧力に屈することなく毅然とした対応を堅持してい
きます。

　（2）疑わしい取引に対する姿勢
  マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策を経営上の重要課題の一つとして位置付け、その重要性
を認識および理解し、内部管理態勢の構築に取り組んでまいります。

　（3）政治活動、政治資金
選挙や政治活動、政治資金等については、各種法令等を遵守して、公正な態度を堅持していきます。

（4）接待、贈答、金銭貸借等
  業務上の地位を利用して金品等不当な利益を得ることや、法令等に違反したり、社会的に不相当な接待・
贈答の授受をするようなことは一切いたしません。また、役職員は、取引先等又は役職員同士での金銭
貸借等はいたしません。

3. 適正で透明性の高い経営
業務の適正な運営を図るとともに、適時・適切な情報開示を行い、透明性の高い経営に努めます。
（1）情報の適時、適切な開示

  各種経営情報を適時・適切に開示することは、お客様からの信頼を高める観点からも大変重要であると
考えます。株主・投資家の方々やお客様の合理的判断に資するためにも、行政に提出する情報を含めた
各種情報の積極的な開示に努めます。

　（2）正確な情報の作成、管理
  適時・適切な情報開示のためにも、経営情報については正確な記録を作成して、厳正に管理していきます。
また内部や外部の各種監検査に対しても誠実・真摯に協力していきます。

　（3）機密情報の取扱い
  各種機密情報については社内ルールに則って厳正に管理し、関係者以外に開示または利用するようなこ
とはいたしません。

4. 人権の尊重
お客様やグループ役職員をはじめ、あらゆる人の基本的人権を尊重します。
（1）差別の禁止

  お互いの多様な価値観・個性・プライバシーを尊重し、性別、年齢、職業、国籍、人種、性同一性、障がい、
思想、信条、宗教、社会的地位又は門地等を理由とする差別や人権侵害は、決して容認しません。

　（2）ハラスメントの禁止
セクシャルハラスメント、パワーハラスメント等のいかなるハラスメントも容認しません。

（3）個人情報の取扱い
  個人のプライバシーを侵害しないよう、関係法令及びグループ各社プライバシーポリシーに従い、お客
様の情報をはじめ、個人情報の管理には十分注意を払い、業務上必要な目的以外には利用しません。

7 コンプライアンスの推進
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＜コンプライアンス推進体制＞

　経営会議及び「グループコンプライアンス委員会」において、コンプライアンス推進のための施策の立案や
実施状況の点検・確認を行うとともに、グループ会社の各部門（支店含む）に責任者（部長・支店長）である
コンプライアンス・キーパーソン（KP）とコンプライアンス・リスク管理リーダーを配置し、当社のコンプラ
イアンス推進部が中心となり、コンプライアンスの周知徹底に取り組んでいます。
　また、コンプライアンス上の問題（疑義案件を含む）を発見した場合は、直ちにコンプライアンス推進部等
に報告を行うことが義務づけられています。さらに発見者が通常ルートでの報告が適当でないと判断した場合
には、グループ社内外のホットライン（内部通報制度）を利用して報告・相談を行うことができる体制を整え
ています。

【コンプライアンス推進体制図】

アニコム ホールディングス

子会社

報告

指導・監督
モニタリング

アニコム損害保険株式会社
各部（支店含む）
コンプライアンス

KP/リーダー

アニコム パフェ
株式会社

コンプライアンス
KP/リーダー

アニコム フロンティア
株式会社

コンプライアンス
KP/リーダー

アニコム先進医療
研究所株式会社

コンプライアンス
KP/リーダー

アニコム キャピタル
株式会社

コンプライアンス
KP/リーダー

株式会社
シムネット

コンプライアンス
KP/リーダー

株 主 総 会

代 表 取 締 役

コンプライアンス推進部

各部
コンプライアンス・キーパーソン

／リーダー

監　　査　　役

監　査　役　会

内 部 監 査 室
コンプライアンス委員会

経 営 会 議

取　締　役　会
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グループ反社会的勢力対応の基本方針（概要）

8　経営についてⅠ

　当社グループは、反社会的勢力を社会から排除していくことは、社会の秩序や安全を確保する上で極めて重要な課題であり、
企業にとって反社会的勢力との関係を遮断するための取組みを推進していくことは、社会的責任を果たす観点から必要かつ重
要なことであると認識し、以下のグループ反社会的勢力対応の基本方針に基づき適切な対応に努めています。

（組織・体制）
　反社会的勢力対応の責任部門は、コンプライアンス推進部とし、反社会的勢力に関する事項を一元管理する
ものとする。しかし、管轄警察署・暴力団追放運動推進都民センター等との日常的な連絡・講習等の窓口は人
事管理部とし、コンプライアンス推進部に対し、定期的に活動報告を行うものとする。さらに、コンプライア
ンス推進部は、反社会的勢力に関する情報のうち、経営に重大な影響を与える、又は、顧客の利益が著しく阻
害される一切の事項について、取締役会等に速やかに報告するものとする。

（対応方針）
1.   相手方が反社会的勢力であると判明した時点で可能な限り速やかに関係を解消できるよう、以下の点に留意
した取組みを実施する。
（1）   反社会的勢力との取引を未然に防止するための適切な事前審査の実施や必要に応じて契約書等に暴力団

排除条項を導入する。
（2） 定期的に自社株の取引状況や株主の属性情報等を確認するなど、株主情報の管理を適切に実施する。
（3）   いかなる理由であれ、反社会的勢力であることが判明した場合には資金提供や不適切・異例な取引は行

わない。
2.   反社会的勢力による不当要求が発生した場合には、担当者や担当部門だけに任せることなく、取締役等の経
営陣が適切に関与し、組織として以下の点に留意した対応をとるものとする。
（1） 反社会的勢力による不当要求に対応する従業員の安全を確保する。
（2）   積極的に警察・暴力追放運動推進センター・弁護士等の外部専門機関に相談するとともに、暴力追放運

動推進センター等が示している不当要求対応要領等を踏まえた対応を行う。特に、脅迫・暴力行為の危
険性が高く緊急を要する場合には直ちに警察に通報する。

（3）   あらゆる民事上の法的対抗手段を講ずるとともに、積極的に被害届を提出するなど、刑事事件化も躊躇
しない対応を行う。

（4）   反社会的勢力からの不当要求が、事業活動上の不祥事や従業員の不祥事を理由とする場合には、反社会
的勢力対応と不祥事案の責任部門であるコンプライアンス推進部が速やかに事実関係を調査し、適切な
対応を行うこととする。

反社会的勢力の排除
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利益相反取引の管理9　経営についてⅠ

　当社及び当社グループ会社は、利益相反のおそれのある取引を適切に管理することを目的とした利益相反管理基本方針を策
定し、お客様の利益が不当に害されることのないように、利益相反取引の管理に努めています。

利益相反管理基本方針（概要）

1. 管理対象取引
本方針の対象となる「利益相反のおそれのある取引」は、管理対象会社が行う取引のうち、お客様の利益を

不当に害するおそれのある取引であり、以下に掲げるものとする。
（1） お客様の利益と当社グループ会社の利益とが相反するおそれのある取引
（2） お客様の利益と他のお客様の利益とが相反するおそれのある取引
（3）   当社グループ会社が保有するお客様に関する情報をお客様の同意を得ないで利用する取引（個人情報保

護法第15条に基づき、当社プライバシーポリシーにあらかじめ特定された利用目的に係る取引を除く）
（4） 管理対象会社間において利益が相反するおそれのある取引
（5）   前4号に掲げるもののほか、管理対象会社のお客様の利益の保護の観点から特に管理を必要とする取引又

はその他の行為

2. 管理対象取引の特定方法
対象取引の個別事情を検討のうえ、利益相反のおそれのある取引に該当するか否かを特定する。

3. 管理対象取引の管理方法
当社は「利益相反のおそれのある取引」を特定した場合、次に掲げる方法その他の方法により当該お客様の

保護を適正に確保する（次に掲げる方法は具体例に過ぎず、必ずしも以下の措置が取られるとは限らない。）。
なお、1つの「利益相反のおそれのある取引」に対応して、複数の管理方法が選択できるものとする。
（1） 部門の分離（情報共有先の制限）
　　  管理対象取引を行う部門と管理対象取引に係るお客様との取引を行う部門を分離し、適切な情報遮断措
置を講じる方法

（2） 取引条件又は方法の変更
　　管理対象取引又は管理対象取引に係るお客様との取引の条件又は方法を変更する方法
（3） 一方の取引の中止
　　管理対象取引又は管理対象取引に係るお客様との取引を中止する方法
（4） 利益相反事実のお客様への開示
　　  管理対象取引に係るお客様の利益が不当に害されるおそれがあることについて、管理対象取引に係るお
客様に適切に開示する方法（但し、当社グループ会社が負う守秘義務に違反しない場合に限る。）

（5） その他
　　  以上（1）から（4）に掲げるもののほか、当社がお客様の利益の保護の観点から必要かつ適切と認める
方法

4. 管理対象取引の管理体制
当社は、利益相反管理統括部署を設置し、本方針に沿って、利益相反のおそれのある取引の管理に必要な情

報の集約、利益相反のおそれのある取引の特定及び利益相反管理を的確に実施する。
   　また、本方針を踏まえた利益相反管理態勢の検証及び改善並びに利益相反管理に関する役職員教育・研修を
行う。
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　経営についてⅠ

ディスクロージャー基本方針（概要）

　当社は、株主・投資家、取引先、地域社会をはじめとするあらゆるステークホルダーの皆様に、当社グループの現状や今後
の事業展開等を正確かつ迅速にご理解いただけるように、以下のディスクロージャー基本方針に基づき、公正かつ適時・適切
な情報開示に努めています。

1. ディスクロージャーの目的
（1） 積極的かつ効果的な情報開示及び説明責任を果たし、ステークホルダーとの信頼関係を構築する。
（2）   情報開示における適時性と公平性を図り、当社の企業価値を正しく反映した適正な株価の形成、社会的

評価の形成を図る。
（3）   ステークホルダーとの双方向コミュニケーションを通じ、ステークホルダーの声を経営にフィードバッ

クし、企業価値の向上に役立てる。

2. ディスクロージャーの基本原則
（1） オープン・マネジメントと説明責任
　　  開示内容が当社に有利か不利かを問わず事実に即した開示のオープン性（透明性）に努め、一貫した説
明責任を全うする。

（2） 適時の開示
　　情報の開示は、開示すべき事実が発生若しくは決定した後、速やかに開示を行う。
（3） わかりやすい開示
　　  保険業として、一般事業会社と異なる特殊な財務諸表等であることを認識し、開示情報が資本市場参加
者のみならず、一般に広く伝わることを考え、わかりやすい開示に努める。

（4） 公平性の確保
　　資本市場参加者に対して、情報が公平に伝播されるよう努める。
（5） 継続性
　　開示する情報の内容について、継続性を保持する。
（6） 機密性の確保
　　  適切かつ公正な開示が行われるまでは、機密情報を厳重に管理し、関係者以外の第三者（当社役職員を
含む）への漏洩を防止する。

3. 開示担当部門と役割
   　当社の経営企画部を開示担当部門とし、経営企画部長を開示責任者とする。開示担当部門は当社グループの
開示対象情報を一元的に管理すべく、グループ会社経営管理基本方針に基づき、関係会社から適時開示に係る
情報を適切に集約する体制を整える。

4. 開示方法
（1）   金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示については、EDINET（金融商品取引法に基づく有価

証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム）を使用する。その他の法定開示については、当該
法令等に基づく方法にて開示する。

（2）   東京証券取引所の定める「有価証券上場規程」「有価証券上場規程施行規則」に基づく適時開示について
は、同取引所が運営する「適時開示情報伝達システム（TDnet）」を使用する。また、必要に応じて遅
滞なく報道機関への発表及びその他法令・諸規則の定める開示手続きを行う。

（3）   任意開示については、開示責任者が決定する方法により開示を行う。なお、新規に任意開示を行う場合
の要否及び可否については、取締役会の承認を要することとし、以後の継続開示は開示責任者の決裁に
て行う。

5. アナリストレポートへの対応
   　当社は、アナリストレポート等に対する論評・評釈等は行わない。ただし、事実誤認があると判断した場合には、
当該事実の誤認等について指摘する。また、当社に関する風説に関しても、論評・評釈等は行わず、当該風説
に関する問い合わせにも応じない。ただし、当該情報が当社により既に開示した情報と明らかに異なっており、
放置することが適当でないと開示責任者が認める場合は、任意でニュース・リリースを行う等適切な対応を行う。

6. 沈黙期間
   　当社は、原則として四半期の終了日から当該四半期の業績の発表日までの間は、沈黙期間として当該四半期
の決算情報に関する対外的コメント及び問い合わせへの回答は行わないこととする。

情報の開示10
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個人情報の保護11　経営についてⅠ

　当社は、お客様の個人情報について、業務上必要な範囲内において、適法で公正な方法により取得し、予め了承をいただい
た目的にのみ利用しています。
　また、当社では、「個人情報の保護に関する法律」及び関連ガイドライン等に則り、社内規程等を整備し、社員への教育・モ
ニタリングを実施し、情報管理の徹底に取り組んでいます。
　お客様の個人情報の取扱いに関しては、以下の個人情報保護方針（プライバシーポリシー）を定め、当社ホームページにお
いて公表しています。
　加えて、特定個人情報等の適正な取扱いの確保について、以下の特定個人情報保護基本方針を定め、当社ホームページにお
いて公表しています。

個人情報保護方針（プライバシーポリシー）

　アニコム ホールディングス株式会社（以下「当社」といいます）におきましては、個人情報を正しく取扱う
ことは極めて重要であり、お客様をはじめとする各種個人情報の保護は重要な責務であると認識しております。
　当社では個人情報保護に関する法令を遵守し、以下のとおり個人情報を適切に利用するとともに、その安全
管理に努めてまいります。
　当社の役員及びすべての従業員が、業務上知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に開示することや、不
当な目的に使用することはいたしません。利用目的の範囲内で、具体的な業務にしたがって権限を与えられた
者のみが業務の遂行上必要な限りにおいて取扱うものといたします。
※本個人情報保護方針（プライバシーポリシー）における「個人情報」及び「個人データ」とは、特定個人情
報（個人番号及び個人番号をその内容に含む個人情報）を除くものをいいます。

1. 個人情報の取得について
　業務上必要な範囲内で、かつ、適法で公正な手段によりお客様（株主の皆様を含みます。以下同じ）の個人
情報を取得します。

2. 個人情報の利用目的について
　次の業務を実施する目的（以下「利用目的」といいます。）に必要な範囲内で個人情報を利用します。また、
利用目的は、ご本人にとって明確になるよう努め、取得の場面に応じて利用目的を限定するよう努めます。
　なお、利用目的は、ホームページ等で公表します。また、利用目的を変更する場合には、ホームページ等に
公表します。
（1） グループ会社（グループ会社の範囲については「11. 会社一覧」をご参照ください）の経営管理
（2） 株主の皆様への連絡、各種情報の提供及び株主管理
（3） 当社の会社法その他の法令に基づく権利の行使又は義務の履行
（4） 問い合わせ・依頼等への対応
（5）   その他上記（1）から（4）に附帯する業務及び当社の業務運営を適切かつ円滑に履行するために行う業務

の実施

3. 個人情報の管理
　個人情報の漏洩、紛失又は毀損の防止その他の安全管理のために、個人情報へのアクセス管理、持ち出しの
制限、外部からの不正アクセス防止措置その他の安全措置を講じてまいります。

4. 個人データの第三者への提供及び第三者からの取得
（1） 当社は、次の場合を除き、ご本人の同意を得ることなく個人データを第三者に提供することはありません。
・法令に基づく場合
・業務遂行上必要な範囲内で、委託先に提供する場合
・グループ会社・提携先企業との間で共同利用を行う場合
　（下記「6. グループ会社・提携先企業との共同利用について」をご覧ください。）
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（2）   当社は、法令で定める場合を除き、個人データを第三者に提供した場合には当該提供に関する事項（いつ、
どのような提供先に、どのような個人データを提供したか等）について記録し、個人データを第三者から
取得する場合には当該取得に関する事項（いつ、どのような提供先から、どのような個人データを取得し
たか、提供元の第三者がどのように当該データを取得したか等）について確認・記録します。

5. 個人データの取扱いの委託
利用目的の達成に必要な範囲において、個人データの取扱いを外部に委託することがあります。外部に個人

データの取扱いを委託する場合には、委託先の選定基準を定め、あらかじめ委託先の情報管理体制を確認する
など、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。

6. グループ会社・提携先企業との共同利用について
前記「2. 個人情報の利用目的について」（1）から（5）に記載した利用目的の他、グループ会社の各種サー

ビスの案内等のため、当社とアニコムグループ各社・提携先企業との間で、以下のとおり個人データを共同利
用します。
（1） 個人データの項目
①株主の皆様の個人データ
住所、氏名、当社株式の保有状況等
②アニコムグループ各社が保有する個人データ
住所、氏名、どうぶつ名、電話番号、電子メールアドレス、性別、生年月日、その他保険契約申込書等に記
載された契約内容及び事故状況、保険金支払状況等の内容

（2） 個人データ管理責任者：アニコム ホールディングス株式会社
※グループ会社・提携先企業については、下記「11. 会社一覧」をご覧ください。

7. センシティブ情報の取扱いについて
当社は、要配慮個人情報並びに労働組合への加盟、門地、本籍地、保健医療及び性生活に関する個人情報（本
人、国の機関、地方公共団体、個人情報保護法第76条第1項各号若しくは施行規則第6条各号に掲げる者により
公開されているもの、又は、本人を目視し、若しくは撮影することにより取得するその外形上明らかなものを
除きます。以下「センシティブ情報」といいます。）を、次に掲げる場合を除くほか、取得、利用又は第三者
提供を行いません。
・  保険業の適切な業務運営を確保する必要性から、ご本人の同意に基づき業務遂行上必要な範囲でセンシティ
ブ情報を取得、利用又は第三者提供する場合
・  相続手続を伴う保険金支払事務等の遂行に必要な限りにおいて、センシティブ情報を取得、利用又は第三者
提供する場合
・  保険料収納事務等の遂行上必要な範囲において、政治・宗教等の団体若しくは労働組合への所属若しくは加
盟に関する従業員等のセンシティブ情報を取得、利用又は第三者提供する場合
・法令等に基づく場合
・人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合
・公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合
・  国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力す
る必要がある場合

8. 個人情報に関する事項の通知、開示・訂正・利用停止等について
お客様がご提供された個人情報に関する事項の通知（利用目的等）、開示・訂正・利用停止等に関するご請

求（以下、「開示等請求」といいます）については、下記「10. お問い合わせ窓口」にお申し出ください。請求
者がご本人であることを確認させていただくとともに、所定の書式にご記入いただいた上で手続きを行い、後日、
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原則として書面で回答いたします。利用目的の通知請求及び開示等請求については、当社所定の手数料をいた
だきます。
　開示等請求の詳細については以下の【個人情報の『開示』等請求手続き】をご覧ください。（https://www.
anicom.co.jp/policy/privacy.html）

9. 匿名加工情報の取扱い
（1） 匿名加工情報の作成
　当社は、匿名加工情報（法令に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を
加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたもの）を作
成する場合には、以下の対応を行います。
・法令で定める基準に従って、適正な加工を施すこと
・  法令で定める基準に従って、削除した情報や加工の方法に関する情報の漏えいを防止するために安全管理措
置を講じること
・作成した匿名加工情報に含まれる情報の項目を公表すること
・作成の元となった個人情報の本人を識別するための行為をしないこと
（2） 匿名加工情報の提供
　当社は、匿名加工情報を第三者に提供する場合には、提供しようとする匿名加工情報に含まれる個人に関す
る情報の項目と提供の方法を公表するとともに、提供先となる第三者に対して、提供する情報が匿名加工情報
であることを明示します。

10. お問い合わせ窓口
個人情報の取扱いに関する苦情・相談に対し適切・迅速に対応いたします。当社の個人情報の取扱いや保有

個人データに関するご照会・ご相談は、下記までお問い合わせください。
＜お問い合わせ先＞
アニコム ホールディングス株式会社　コンプライアンス推進部
電話番号：03-5348-3911
受付時間：午前9時～午後6時（土日祝祭日及び年末年始を除く）

11. 会社一覧
　「6. グループ会社・提携先企業との共同利用について」における、アニコムグループ各社・提携先企業は、
下記のとおりです。
（1） グループ会社
　当社が個人データを共同して利用するグループ会社の範囲は、以下のホームページをご参照ください。
　グループ会社一覧（アニコム ホールディングス株式会社ホームページ）https://www.anicom.co.jp/
company/outline.html
（2） 提携先企業
　当社が個人データを共同利用している提携先企業はありません。

12. 特定個人情報について
当社において、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に規定する

特定個人情報の取扱いについては、別途定める「特定個人情報保護基本方針」によるものとします。
（注）以上の内容は、当社業務に従事している者の個人情報については対象としておりません。

31



11　経営についてⅠ
個人情報の保護

特定個人情報保護基本方針

アニコム ホールディングス株式会社（以下、「当社」といいます。）は、特定個人情報等の適正な取扱いの確保
について、組織として取り組むため本基本方針を定めます。

1.事業者の名称
アニコム ホールディングス株式会社

2.関係法令・ガイドライン等の遵守
当社は、番号法を初めとする特定個人情報保護に関係する日本の法令、国が定める指針その他の関連規範（ガ
イドライン等）を遵守します。

3.安全管理措置に関する事項
当社は、特定個人情報等の漏えい、滅失又はき損を防止するため、社内規程を定め、合理的で適正な安全対
策を講じます。

4.特定個人情報の適切な管理
当社は、特定個人情報の責任者を置き、定期的な点検を実施し、特定個人情報の適切な管理に努めます。

5.苦情及びご相談の窓口
当社の特定個人情報の取り扱いに関する苦情及びご相談につきましては、以下にお問い合わせください。

［お問い合せ窓口］コンプライアンス推進部
電話番号：03-5348-3911
受付時間：午前9時～午後6時（土日祝祭日及び年末年始を除く）

アニコム ホールディングス株式会社
代表取締役　小森　伸昭
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（1）株式の状況（2020年3月31日現在）

①発行する株式の種類 普通株式
②発行可能株式総数 48,000,000株
③発行済株式総数 20,225,900株
④単元株式数 100株
⑤総株主数 2,357名

（2）基本事項

①事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日まで
②定時株主総会 毎事業年度の末日の翌日から3ヶ月以内に開催します。
③基準日 3月31日
④公告方法   電子公告により行います。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をする

ことができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。（https://www.anicom.co.jp/ir）
⑤株主名簿管理人 みずほ信託銀行株式会社

東京都中央区八重洲一丁目2番1号
⑥上場証券取引所 東京証券取引所市場第一部

（3）株主総会開催状況

第20回定時株主総会は、2020年6月25日（木）に開催されました。報告事項及び決議事項は以下のとおりです。
＜報告事項＞

1．  2019年度（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計
算書類監査結果報告の件

　2．2019年度（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類報告の件
　上記の内容について報告しました。

＜決議事項＞
　第1号議案　剰余金の処分の件
　第2号議案　取締役7名選任の件
　第3号議案　監査役1名選任の件

　コーポレート
データ
Ⅱ

株式・株主の状況等1

34 Anicom Holdings, Inc. 2020



コ
ー
ポ
レ
ー
ト
デ
ー
タ

（4）株式の分布状況

①所有者別状況 （2020年3月31日現在）

区　分

株式の状況（1単元の株式数　100株）
単元未満
株式の状況
（株）

政府及び
地方公共
団体

金融機関 金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等 個人
その他 計

個人以外 個人

株主数（人） ― 26 14 34 131 2 1,701 1,908 ―

所有株式数（単元） ― 70,915 1,747 22,440 78,135 2 28,821 202,060 19,900

所有株式数の割合（％） ― 35.1 0.9 11.1 38.7 0.0 14.3 100.0 ―

（注）自己株式7,861株は、「個人その他」に78単元及び「単元未満株式の状況」に61株を含めて記載しています。

②所有株数別状況 （2020年3月31日現在）

区　分 1単元未満 1単元以上 5単元以上 10単元以上 50単元以上 100単元以上 500単元以上 1,000単元
以上

5,000単元
以上 合計

株主数（人） 449 1,344 162 231 56 60 15 32 8 2,357

総株主数に対する割合（％） 19.0 57.0 6.9 9.8 2.4 2.5 0.6 1.4 0.3 100.0

株式数（株） 16,311 227,034 103,516 480,661 388,540 1,204,685 1,016,549 7,635,025 9,153,579 20,225,900

発行済株式総数に対する割合（％） 0.1 1.1 0.5 2.4 1.9 6.0 5.0 37.7 45.3 100.0

③地域別状況 （2020年3月31日現在）

区　分 北海道 東北 関東 中部 近畿 中国 四国 九州 外国 合計

株式数（株） 24,808 16,391 11,893,527 168,841 241,887 17,143 8,751 34,206 7,820,346 20,225,900

発行済株式総数に対する割合（％） 0.1 0.1 58.8 0.8 1.2 0.1 0.0 0.2 38.7 100.0

（5）大株主
（2020年3月31日現在）

氏名又は名称 住　　所 所有株式数
（千株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数の
割合（％）

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 東京都中央区晴海1丁目8-11 3,087 15.3

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 東京都港区浜松町2丁目11-3 1,401 6.9

KOMORIアセットマネジメント株式会社 東京都新宿区西新宿6丁目15-1 1,220 6.0

TAIYO FUND,L.P.（常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行） 東京都千代田区丸の内2丁目7-1 883 4.4

CBC株式会社 東京都中央区月島2丁目15-13 756 3.7

THE BANK OF NEW YORK MELLON 140051
（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部）

東京都港区港南2丁目15-1 683 3.4

BNYM AS AGT /CLTS 10 PERCENT
（常任代理人 三菱UFJ銀行）

東京都千代田区丸の内2丁目7-1 566 2.8

TAIYO HANEI FUND,L.P.
（常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行）

東京都千代田区丸の内2丁目7-1 555 2.7

小森　伸昭 東京都渋谷区 495 2.5

GOLDMAN, SACHS&CO. REG
（常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社）

東京都港区六本木6丁目10-1 492 2.4

計 ― 10,141 50.2

（注）持株比率は自己株式7,861株を控除して計算しております。
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（6）配当政策

　当社は、株主に対する利益還元が経営課題のひとつであるとの認識のもと、「中期経営計画2019-2021」で掲げた株主還元
方針では、財務健全性と資本効率を踏まえ、中長期的な視野から、継続的・安定的な利益配分を行っていくこととしています。
これらを踏まえて検討した結果、第20期（2020年3月期）の期末配当金につきましては、1株につき5円00銭の株主配当を行う
ことといたしました。
　なお、第21期（2021年3月期）以降の配当につきましては、株主還元方針に則り引き続き中長期の事業計画等とのバランス
を考慮したうえで配当額を決定する方針であり、現時点での配当額は未定です。
　期末配当に関しましては「株主総会の決議によって、毎事業年度の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式
質権者に対し、金銭による剰余金の配当をする。」旨及び中間配当に関しては「取締役会の決議により、毎年9月30日の最終の
株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当をすることができる。」旨を定款に定
めています。

（7）資本金の推移及び新株発行の状況
（2020年3月31日現在）

年月日
発行済株式総数（株） 資本金（百万円） 資本準備金（百万円）

摘要
増減数 残高 増減額 残高 増減額 残高

2009年  6月25日 普通株式 3,152,757 普通株式 3,168,600 ̶ 3,346 ̶ 3,236 株式分割

2010年  3月  2日 普通株式 750,000 普通株式 3,918,600 690 4,036 690 3,926 公募増資

2010年  3月16日 普通株式 7,200 普通株式 3,925,800 2 4,038 2 3,928 新株予約権の行使

2010年  3月29日 普通株式 128,400 普通株式 4,054,200 118 4,157 118 4,046 有償第三者割当増資

2011年  3月31日 普通株式 59,000 普通株式 4,113,200 21 4,178 21 4,068

新株予約権の行使
第1回 4,400株
第2回 36,000株
第3回 18,600株

2011年  9月30日 普通株式 14,800 普通株式 4,128,000 3 4,182 3 4,072 新株予約権の行使
第1回 14,800株

2011年10月  1日 普通株式 12,384,000 普通株式 16,512,000 ― 4,182 ― 4,072 株式分割

2012年  3月31日 普通株式 133,600 普通株式 16,645,600 12 4,194 12 4,084
新株予約権の行使
第2回 126,400株
第3回 7,200株

2013年  3月31日 普通株式 523,200 普通株式 17,168,800 43 4,238 43 4,128

新株予約権の行使
第1回 168,000株
第2回 309,600株
第3回 45,600株

2014年  3月31日 普通株式 187,200 普通株式 17,356,000 43 4,282 43 4,172

新株予約権の行使
第2回 33,600株
第3回 120,000株
第4回 33,600株

2015年  3月31日 普通株式 486,400 普通株式 17,842,400 68 4,350 68 4,240

新株予約権の行使
第2回 126,400株
第3回 304,000株
第4回 56,000株

2016年  3月31日 普通株式 91,200 普通株式 17,933,600 45 4,396 45 4,286 新株予約権の行使
第4回 91,200株

2017年  3月31日 普通株式 12,000 普通株式 17,945,600 6 4,402 6 4,292 新株予約権の行使
第4回 12,000株

2018年  3月31日 普通株式 82,400 普通株式 18,028,000 41 4,443 41 4,333 新株予約権の行使
第4回 82,400株

2019年  3月31日 普通株式 2,183,480 普通株式 20,211,480 3,506 7,950 3,506 7,840

新株予約権の行使
第4回 126,400株
第5回 1,800株
第6回 2,000,000株
譲渡制限付株式の付与

55,280株

2020年  3月31日 普通株式 14,420 普通株式 20,225,900 31 7,981 31 7,871

新株予約権の行使
第5回 3,600株
譲渡制限付株式の付与

10,820株
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役員の状況2
（2020年7月1日現在）

役名及び職名 氏　名
（生年月日） 略　歴 担　当

代表取締役
社長執行役員 小

こ
森
もり
　伸
のぶ
昭
あき

（1969年5月2日生）
1992年

2000年
2017年
2018年
2018年
2020年

東京海上火災保険株式会社
（現東京海上日動火災保険株式会社）　入社
当社設立　代表取締役社長
株式会社AHB　取締役（現任）
アニコム損害保険株式会社　取締役・会長執行役員（現任）
当社　代表取締役（現任）
アニコム先進医療研究所株式会社　取締役（現任）
（主要な兼職状況）
アニコム損害保険株式会社　取締役　会長執行役員
アニコム先進医療研究所株式会社　取締役
株式会社AHB　取締役

内部監査室
統括

取締役
専務執行役員 百

もも
瀬
せ
　由

ゆ
美
み
子
こ

（1967年9月8日生）
1991年

2000年
2003年
2005年
2010年
2015年
2018年
2018年
2020年

東京海上火災保険株式会社
（現東京海上日動火災保険株式会社）　入社
当社　入社
当社　取締役
当社　常務取締役
アニコム損害保険株式会社　常務取締役
同社　専務取締役
同社　取締役・専務執行役員（現任）
当社　専務執行役員
当社　取締役・専務執行役員（現任）
（主要な兼職状況）
アニコム損害保険株式会社　取締役　専務執行役員

コンプライアンス
推進部

リスク管理部
人事管理部

取締役
常務執行役員 亀

かめ
井
い
　達
たつ
彦
ひこ

（1981年4月1日生）
2003年
2010年
2013年
2016年
2016年
2016年
2016年
2018年
2018年
2020年
2020年
2020年

金融庁　入庁
株式会社東京証券取引所　出向
金融庁　復職
当社　入社
セルトラスト・アニマル・セラピューティクス株式会社　取締役（現任）
当社　取締役
アニコム フロンティア株式会社　取締役
当社　常務執行役員
アニコム先進医療研究所株式会社　取締役（現任）
株式会社シムネット　取締役（現任）
アニコム フロンティア株式会社　取締役（現任）
当社　取締役・常務執行役員（現任）
（主要な兼職状況）
アニコム フロンティア株式会社　取締役
アニコム先進医療研究所株式会社　取締役
株式会社シムネット　取締役
セルトラスト・アニマル・セラピューティクス株式会社　取締役

経営企画部
健康寿命延伸部

取締役
（社外） 福

ふく
山
やま
　登

と
志
し
彦
ひこ

（1951年11月6日生）
1975年
2002年
2003年
2004年
2006年
2008年
2011年
2011年
2012年
2012年
2017年
2017年

日本銀行　入行
同行　文書局長
同行　人事局長
同行　総務人事局長
商工組合中央金庫　理事
財団法人金融情報システムセンター　理事
日本証券代行株式会社　代表取締役社長
株式会社JBISホールディングス　代表取締役副社長
日本証券代行株式会社　会長（現任）
日本電子計算株式会社　代表取締役会長
公益財団法人資本市場振興財団　専務理事（現任）
当社　社外取締役（現任）
（主要な兼職状況）
公益財団法人資本市場振興財団　専務理事
日本証券代行株式会社　会長

―

取締役
（社外） 井

いの
上
うえ
　幸
ゆき
彦
ひこ

（1937年11月4日生）
1989年
1994年
2002年
2003年
2006年
2014年

2018年

千葉県警察本部長
警視総監
東京ガス株式会社　取締役
公益財団法人日本盲導犬協会　理事長（現任）
株式会社朝日工業社　社外取締役（現任）
株式会社ドンキホーテホールディングス（現株式会社パン・パシフィック・
インターナショナルホールディングス）　社外取締役（現任）
当社　社外取締役（現任）
（主要な兼職状況）
公益財団法人日本盲導犬協会　理事長
株式会社朝日工業社　社外取締役
株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス　
社外取締役

―

取締役
（社外） 渋

しぶ
澤
さわ
　健
けん

（1961年3月18日生）
1984年
1987年
1988年
1992年
1994年
1996年
2001年
2007年
2008年
2019年

財団法人日本国際交流センター　入社
ファースト・ボストン証券株式会社　入社
JPモルガン銀行　入社
JPモルガン証券会社　入社
ゴールドマン・サックス証券会社　入社
ムーア・キャピタルマネジメント　入社
シブサワ・アンド・カンパニー株式会社　設立　代表取締役（現任）
株式会社コモンズ（現コモンズ投信株式会社）　設立
コモンズ投信株式会社　取締役会長（現任）
当社　社外取締役（現任）
（主要な兼職状況）
シブサワ・アンド・カンパニー株式会社　代表取締役
コモンズ投信株式会社　取締役会長

―
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役員の状況2　コーポレート
データ
Ⅱ

（2020年7月1日現在）

役名及び職名 氏　名
（生年月日） 略　歴 担　当

取締役
（社外） 田

た
中
なか
　栄
えい
一
いち

（1953年11月25日生）
1978年
2007年
2008年
2010年
2010年
2012年
2013年

2015年
2019年
2019年
2020年

郵政省　入省
総務省　総合通信基盤局　電波部長
同省　大臣官房総括審議官
同省　大臣官房長
同省　情報流通行政局長
同省　総務審議官
損保ジャパン日本興亜株式会社
（現損害保険ジャパン株式会社）　顧問
NTTコミュニケーションズ株式会社　常務取締役
一般財団法人放送セキュリティセンター　理事長（現任）
GCストーリー株式会社　監査役（現任）
当社　社外取締役（現任）
（主要な兼職状況）
一般財団法人放送セキュリティセンター　理事長
GCストーリー株式会社　監査役

―

監査役
（社外） 岩

いわ
本
もと
　康
こういちろう
一郎

（1967年2月4日生）
1996年
2005年
2007年
2008年
2008年
2011年
2015年
2018年

弁護士登録　三好総合法律事務所　入所
岩本・高久・渡辺法律事務所　開設　弁護士
株式会社QLC　監査役
当社　監査役（現任）
アニコム損害保険株式会社　監査役
ライツ法律特許事務所開設　パートナー弁護士
アニコム キャピタル株式会社　監査役（現任）
岩本法律事務所開設　弁護士（現任）
（主要な兼職状況）
岩本法律事務所　弁護士
アニコム キャピタル株式会社　監査役

―

監査役
（社外） 須

す
田
だ
　邦
くに
之
ゆき

（1945年3月17日生）
1968年

1992年
1996年
1998年
2000年
2008年
2012年
2015年

東京海上火災保険株式会社
（現東京海上日動火災保険株式会社）　入社
同社　積立業務部長
同社　経理部長
同社　取締役　経理部長委嘱
同社　常勤監査役
株式会社かんぽ生命保険　監査委員会事務局統括役
特定非営利活動法人インテリジェンス研究所　監事（現任）
当社　監査役（現任）
（主要な兼職状況）
特定非営利活動法人インテリジェンス研究所　監事

―

常勤監査役 須
す
田
だ
　一
かず
夫
お

（1949年4月21日生）
1974年

2005年
2009年
2011年
2016年

2016年
2019年
2019年
2019年
2020年

東京海上火災保険株式会社
（現東京海上日動火災保険株式会社）　入社
Tokio Marine Seguradora社　取締役副社長
アニコム損害保険株式会社　入社
当社　取締役
セルトラスト・アニマル・セラピューティクス株式会社
監査役（現任）
当社　常勤監査役（現任）
アニコム パフェ株式会社　監査役（現任）
アニコム フロンティア株式会社　監査役（現任）
アニコム先進医療研究所株式会社　監査役（現任）
株式会社シムネット　監査役（現任）
（主要な兼職状況）
アニコム パフェ株式会社　監査役
アニコム フロンティア株式会社　監査役
アニコム先進医療研究所株式会社　監査役
株式会社シムネット　監査役
セルトラスト・アニマル・セラピューティクス株式会社　監査役

―

監査役
（社外） 武

たけ
見
み
　浩
ひろ
充
みつ

（1952年12月16日生）
1975年
1982年
1999年
2001年
2004年
2006年

2007年
2017年

日本開発銀行（現株式会社日本政策投資銀行）　入行
米ロチェスター大学 経営大学院　修了 MBA
米ハーバードビジネススクールAMP（上級管理職プログラム）　修了
設備投資研究所　副所長
株式会社新銀行東京（現株式会社きらぼし銀行）　執行役
千葉商科大学会計ファイナンス研究科　教授（分野：（経営学）
コーポレート・ガバナンス、コーポレート・ファイナンス）（現任）
千葉商科大学大学院政策研究科博士課程　修了　博士（政策研究）
当社　監査役（現任）
（主要な兼職状況）
千葉商科大学会計ファイナンス研究科　教授

―

執行役員 大
おお
久
く
保
ぼ
　弘
こう
二
じ

（1971年5月21日生）
1994年
2008年

2008年
2018年

2018年

センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
アニコム インターナショナル株式会社
（現アニコム ホールディングス株式会社）　入社
アニコム損害保険株式会社　執行役員（現任）
当社執行役員（現任）
（主要な兼職状況）
アニコム損害保険株式会社　執行役員

財務経理部
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コ
ー
ポ
レ
ー
ト
デ
ー
タ

　コーポレート
　データ
Ⅱ

EY新日本有限責任監査法人 
指定有限責任社員 臼　倉　健　司
 日下部　惠　美

（1）組織図（2020年7月1日現在）

組織図及び従業員の状況4

株 主 総 会

取 締 役 会

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス

推

進

部

リ
ス
ク
管
理
部

内

部

監

査

室

経

営

企

画

部

財

務

経

理

部

健
康
寿
命
延
伸
部

人

事

管

理

部

代 表 取 締 役

各 担 当 執 行 役 員

監 査 役

監 査 役 会

（2）従業員の状況（2020年3月31日現在）

従業員数 平均年齢 平均勤続年数 平均年間給与
34名 40.4歳 6.5年 10,038千円

（注）1．従業員数は就業人員です。
2．  上記のほか、当社子会社との兼務者が84名おります。
3．  平均勤続年数は当社子会社を含むアニコムグループにおける在籍期間を通算しています。
4．  平均年間給与は各月における在籍者の平均給与月額の合計であり、基準外給与を含んでいます。
5．  従業員は、その他のセグメントに所属しています。

　コーポレート
　データ
Ⅱ

会計監査人の状況3
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2000年 4 月 任意組合としてanicom（動物健康促進クラブ）を設立

2000年 7 月 anicom（動物健康促進クラブ）から「どうぶつ健保」（ペット共済）に係る事務を
受託するため、株式会社ビーエスピー（現当社）を設立

2000年11月 anicom（動物健康促進クラブ）が「どうぶつ健保」（ペット共済）募集開始

2004年12月 アニコム パフェ株式会社を設立（100%子会社）

2005年 1 月 株式会社ビーエスピーがアニコム インターナショナル株式会社に商号変更

2005年 2 月 アニコム フロンティア株式会社を設立（100%子会社）

2006年 1 月 保険会社設立準備のためアニコム インシュアランス プランニング株式会社を設立
（100%子会社）

2006年 6 月 改正保険業法の施行を受け、anicom（動物健康促進クラブ）が特定保険業者の届
出を行う

2007年12月 アニコム インシュアランス プランニング株式会社がアニコム損害保険株式会社に
商号変更

アニコム損害保険株式会社が損害保険業免許取得

アニコム インターナショナル株式会社が保険持株会社としての認可取得

2008年 1 月 アニコム損害保険株式会社がペット保険の販売を開始

2008年 4 月 アニコム損害保険株式会社がペット保険の補償を開始

2008年 6 月 アニコム インターナショナル株式会社がアニコム ホールディングス株式会社に商
号変更

2009年 3 月 anicom（動物健康促進クラブ）が特定保険業の廃止の承認を得る

2009年11月 日本の家庭どうぶつに関するデータ集として「家庭どうぶつ白書」を発刊

2010年 3 月 アニコム ホールディングス株式会社が東京証券取引所マザーズ市場へ上場

2014年 1 月 日本どうぶつ先進医療研究所株式会社（現　アニコム先進医療研究所株式会社）を
設立（100％子会社）

2014年 6 月 アニコム ホールディングス株式会社が東京証券取引所市場第一部に市場変更

2015年 7 月 アニコム キャピタル株式会社を設立（100％子会社）

2016年 4 月 当社49％、富士フイルム株式会社51％出資の動物の再生医療に関する合弁事業とし
て、セルトラスト・アニマル・セラピューティクス株式会社を設立

2017年 3 月 当社49％出資の中国における動物医療に関する合弁事業として、香港愛你康有限公
司を設立

2020年 1 月 株式会社シムネットの全株式を取得し、当社の完全子会社化

アニコムグループの沿革5　コーポレート
　データ
Ⅱ
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年　度

区　分
2015年度

（2015年4月  1日から
2016年3月31日まで）

2016年度
（2016年4月  1日から

2017年3月31日まで）
2017年度

（2017年4月  1日から
2018年3月31日まで）

2018年度
（2018年4月  1日から

2019年3月31日まで）
2019年度

（2019年4月  1日から
2020年3月31日まで）

経常収益 （百万円） 26,506 28,978 32,339 35,829 41,465

正味収入保険料 （百万円） 25,370 28,068 31,290 34,535 39,105

経常利益 （百万円） 2,129 2,372 1,853 2,278 2,189

親会社株主に帰属する当期純利益 （百万円） 1,399 1,558 1,320 1,610 1,525

包括利益 （百万円） 1,277 1,580 1,292 1,588 1,146

純資産額 （百万円） 10,699 12,281 13,587 22,234 23,325

総資産額 （百万円） 25,192 28,123 31,164 42,390 45,598

連結ソルベンシー・マージン比率 （％） 352.9 375.0 387.3 554.6 479.1

1株当たり純資産額 （円） 593.27 676.12 744.31 1,092.69 1,146.98

1株当たり当期純利益 （円） 78.20 86.87 73.47 84.72 75.46

潜在株式調整後1株当たり当期純利益 （円） 77.48 86.22 72.96 84.03 75.41

自己資本比率 （％） 42.2 43.1 43.1 52.1 50.9

自己資本利益率 （％） 14.1 13.7 10.3 9.1 6.7

株価収益率 （倍） 39.5 27.1 60.6 35.4 48.8

営業活動によるキャッシュ・フロー （百万円） 1,960 3,231 3,393 4,359 4,246

投資活動によるキャッシュ・フロー （百万円） 2,489 4,233 253 △487 △10,263

財務活動によるキャッシュ・フロー （百万円） 89 △79 △10 6,693 △99

現金及び現金同等物の期末残高 （百万円） 6,106 13,492 17,128 27,693 21,577

従業員数 （名） 393 440 466 539 665

（注） 1. 経常収益には、消費税等は含まれておりません。
2. 従業員数は就業人員数です。

主要な経営指標等の推移（連結）1　業績データⅢ

42 Anicom Holdings, Inc. 2020



業
績
デ
ー
タ

　業績データⅢ
連結財務諸表2

連結貸借対照表
（単位：百万円）

科　目
2018年度

（2019年3月31日現在）
2019年度

（2020年3月31日現在） 比較増減
金額 構成比（%） 金額 構成比（%）

（資産の部）
現金及び預貯金 29,643 69.9 24,427 53.6 △5,215
有価証券 4,660 11.0 9,999 21.9 5,338
貸付金 225 0.5 127 0.3 △98
有形固定資産 1,367 3.2 1,858 4.1 490
土地 508 806 298
建物 440 447 7
リース資産 27 34 7
建設仮勘定 ― 20 20
その他の有形固定資産 391 548 156

無形固定資産 1,506 3.6 3,956 8.7 2,449
ソフトウエア 811 1,165 354
ソフトウエア仮勘定 592 271 △321
のれん 102 2,518 2,416
その他の無形固定資産 ― 0 0

その他資産 4,344 10.2 4,263 9.4 △80
未収金 1,895 1,923 27
未収保険料 445 508 62
仮払金 1,396 906 △490
その他の資産 606 926 319

繰延税金資産 718 1.7 1,041 2.3 322
貸倒引当金 △76 △0.2 △75 △0.2 1
資産の部合計 42,390 100.0 45,598 100.0 3,208
（負債の部）
保険契約準備金 16,041 37.8 17,977 39.4 1,935
支払備金 2,148 2,328 179
責任準備金 13,893 15,649 1,756

その他負債 3,867 9.1 4,018 8.8 150
未払法人税等 610 600 △10
未払金 1,543 1,550 7
仮受金 1,484 1,603 118
その他の負債 228 264 36

賞与引当金 191 0.5 209 0.5 17
特別法上の準備金 54 0.1 68 0.2 13
価格変動準備金 54 68 13

負債の部合計 20,156 47.5 22,273 48.9 2,117
（純資産の部）
株主資本
資本金 7,950 18.8 7,981 17.5 31
資本剰余金 7,840 18.5 7,871 17.3 31
利益剰余金 6,443 15.2 7,868 17.3 1,424
自己株式 △0 △0.0 △0 △0.0 △0
株主資本合計 22,233 52.5 23,719 52.0 1,486

その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 △150 △0.4 △530 △1.2 △379
その他の包括利益累計額合計 △150 △0.4 △530 △1.2 △379

新株予約権 151 0.4 135 0.3 △15
純資産の部合計 22,234 52.5 23,325 51.2 1,090
負債及び純資産の部合計 42,390 100.0 45,598 100.0 3,208

〈2019年度連結貸借対照表の注記〉
1.有形固定資産の減価償却累計額は1,040百万円であります。
2.非連結子会社及び関連会社に対するものは有価証券（株式）699百万円であります。
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連結財務諸表2　業績データⅢ

連結損益計算書及び連結包括利益計算書
①連結損益計算書

（単位：百万円）

科　目

2018年度
（2018年4月  1日から

2019年3月31日まで）
2019年度

（2019年4月  1日から
2020年3月31日まで） 比較増減

金額 百分比（%） 金額 百分比（%）

経常収益 35,829 100.0 41,465 100.0 5,636

保険引受収益 34,535 96.4 39,105 94.3 4,570

正味収入保険料 34,535 39,105 4,570

資産運用収益 383 1.1 496 1.2 112

利息及び配当金収入 154 219 65

有価証券売却益 228 276 47

その他経常収益 910 2.5 1,863 4.5 952
その他の経常収益 910 1,863 952

経常費用 33,550 93.6 39,275 94.7 5,725
保険引受費用 24,071 67.2 27,212 65.6 3,140

正味支払保険金 18,456 20,492 2,035

損害調査費 1,003 1,109 105

諸手数料及び集金費 3,077 3,674 596

支払備金繰入額 196 179 △17

責任準備金繰入額 1,336 1,756 420

資産運用費用 10 0.0 109 0.3 99

有価証券売却損 6 28 21

有価証券評価損 3 80 77

営業費及び一般管理費 9,112 25.4 11,153 26.9 2,040

その他経常費用 356 1.0 800 1.9 444

支払利息 0 0 0

持分法による投資損失 108 10 △98
その他の経常費用 247 790 543

経常利益 2,278 6.4 2,189 5.3 △89

特別利益 16 0.0 14 0.0 △1
新株予約権戻入益 16 12 △4
固定資産処分益 ― 2 2

特別損失 19 0.1 42 0.1 22
固定資産処分損 7 14 7

特別法上の準備金繰入額 6 13 6

価格変動準備金繰入額 6 13 6
その他 6 14 7

税金等調整前当期純利益 2,275 6.4 2,162 5.2 △113
法人税及び住民税等 752 2.1 800 1.9 47

法人税等調整額 △87 △0.2 △163 △0.4 △75

法人税等合計 665 1.9 637 1.5 △27
当期純利益 1,610 4.5 1,525 3.7 △85

親会社株主に帰属する当期純利益 1,610 4.5 1,525 3.7 △85

〈2019年度連結損益計算書の注記〉
事業費の主な内訳は次のとおりであります。

給与 3,814百万円
広告費 1,196百万円
外注委託費 2,195百万円
代理店手数料等 3,674百万円

なお、事業費は連結損益計算書における損害調査費、営業費及び一般管理費並びに諸手数料及び集金費の合計であります。
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②連結包括利益計算書
（単位：百万円）

科　目
2018年度

（2018年4月  1日から
2019年3月31日まで）

2019年度
（2019年4月  1日から

2020年3月31日まで） 比較増減

当期純利益 1,610 1,525 △85

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △22 △379 △357

その他の包括利益合計 △22 △379 △357

包括利益 1,588 1,146 △442

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 1,588 1,146 △442

非支配株主に係る包括利益 ― ― ―

〈2019年度連結包括利益計算書の注記〉
　その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

その他有価証券評価差額金
　当期発生額 △357百万円
　組替調整額 △168百万円
　　税効果調整前 △526百万円
　　税効果額 147百万円
　　その他有価証券評価差額金 △379百万円
　　　その他の包括利益合計 △379百万円

連結株主資本等変動計算書
前連結会計年度（自 2018年4月1日　至 2019年3月31日）
 （単位：百万円）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 4,443 4,333 4,770 △0 13,546

当期変動額

新株の発行 3,506 3,506 7,013

剰余金の配当 △90 △90

親会社株主に帰属する当期純利益 1,610 1,610

自己株式の取得 △0 △0

持分法の適用範囲の変動 153 153

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

当期変動額合計 3,506 3,506 1,673 △0 8,687

当期末残高 7,950 7,840 6,443 △0 22,233

その他の包括利益累計額
新株予約権 純資産合計その他有価証券

評価差額金
その他の包括利益
累計額合計

当期首残高 △128 △128 169 13,587

当期変動額

新株の発行 7,013

剰余金の配当 △90

親会社株主に帰属する当期純利益 1,610

自己株式の取得 △0

持分法の適用範囲の変動 153

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △22 △22 △18 △40

当期変動額合計 △22 △22 △18 8,646

当期末残高 △150 △150 151 22,234
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当連結会計年度（自 2019年4月1日　至 2020年3月31日）
（単位：百万円）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 7,950 7,840 6,443 △0 22,233

当期変動額
新株の発行 31 31 62

剰余金の配当 △101 △101

親会社株主に帰属する
当期純利益 1,525 1,525

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） ―

当期変動額合計 31 31 1,424 △0 1,486

当期末残高 7,981 7,871 7,868 △0 23,719

その他の包括利益累計額
新株予約権 純資産合計その他有価証券

評価差額金
その他の包括利益
累計額合計

当期首残高 △150 △150 151 22,234

当期変動額
新株の発行 62

剰余金の配当 △101

親会社株主に帰属する
当期純利益 1,525

自己株式の取得 △0

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） △379 △379 △15 △395

当期変動額合計 △379 △379 △15 1,090

当期末残高 △530 △530 135 23,325

〈2019年度連結株主資本等変動計算書の注記〉
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 （単位：株）

2019年度期首株式数 2019年度増加株式数 2019年度減少株式数 2019年度末株式数

発行済株式

普通株式（注）1 20,211,480 14,420 ― 20,225,900

合計 20,211,480 14,420 ― 20,225,900

自己株式

普通株式（注）2 1,895 5,966 ― 7,861

合計 1,895 5,966 ― 7,861

　（注）1.   普通株式の発行済株式総数の増加14,420株は、新株予約権の行使による新株の発行による増加3,600株及び譲渡制限付株式の付与に伴う新株
の発行の増加10,820株であります。

2.普通株式の自己株式の株式数増加5,966株は、譲渡制限付株式の無償取得5,877株及び単元未満株式の買取り89株であります。

2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる
株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当連結会計
年度末残高
（百万円）

2019年度
期首

2019年度
増加

2019年度
減少 2019年度末

提出会社
（親会社）

ストック・オプションとしての
新株予約権 普通株式 ― ― ― ― 135 

合計 ― ― ― ― ― 135 
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連結キャッシュ・フロー計算書
（単位：百万円）

科　目
2018年度

（2018年4月  1日から
2019年3月31日まで）

2019年度
（2019年4月  1日から

2020年3月31日まで） 比較増減

営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 2,275 2,162 △113
減価償却費 552 765 213
支払備金の増減額（△は減少） 196 179 △17
責任準備金の増減額（△は減少） 1,336 1,756 420
貸倒引当金の増減額（△は減少） △12 △1 10
賞与引当金の増減額（△は減少） 18 10 △7
価格変動準備金の増減額（△は減少） 6 13 6
利息及び配当金収入 △154 △219 △65
有価証券関係損益（△は益） △218 △167 51
持分法による投資損益（△は益） 108 10 △98
株式報酬費用 46 103 56
新株予約権戻入益 △16 △12 4
支払利息 0 0 0
有形固定資産関係損益（△は益） 7 12 4
その他資産（除く投資活動関連、財務活動関連）の増減額（△は増加） △253 142 396
その他負債（除く投資活動関連、財務活動関連）の増減額（△は減少） 718 142 △576
小計 4,610 4,897 287
利息及び配当金の受取額 186 232 45
利息の支払額 △0 △0 △0
法人税等の支払額 △437 △883 △445

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,359 4,246 △112
投資活動によるキャッシュ・フロー
預貯金の純増減額（△は増加） ― △900 △900
有価証券の取得による支出 △3,174 △12,651 △9,477
有価証券の売却・償還による収入 3,436 6,968 3,532
貸付けによる支出 △147 ― 147
資産運用活動計 115 △6,582 △6,698
営業活動及び資産運用活動計 4,474 △2,336 △6,810
有形固定資産の取得による支出 △196 △669 △472
有形固定資産の売却による収入 0 8 7
無形固定資産の取得による支出 △371 △512 △141
事業譲受による支出 ― △519 △519
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 ― △1,968 △1,968
その他 △35 △18 16

投資活動によるキャッシュ・フロー △487 △10,263 △9,775
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入 6,749 12 △6,737
新株予約権の発行による収入 40 ― △40
自己株式の取得による支出 △0 △0 △0
リース債務の返済による支出 △5 △9 △3
配当金の支払額 △90 △101 △10

財務活動によるキャッシュ・フロー 6,693 △99 △6,792
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 10,564 △6,115 △16,680
現金及び現金同等物の期首残高 17,128 27,693 10,564
現金及び現金同等物の期末残高 27,693 21,577 △6,115
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〈2019年度連結キャッシュ・フロー計算書の注記〉
1.現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（2020年3月31日現在）
現金及び預貯金 24,427百万円
定期預金   △2,850百万円
現金及び現金同等物  21,577百万円

2.事業の譲受により増加した資産及び負債の主な内訳
当社の連結子会社であるアニコム先進医療研究所㈱による梅島動物病院の事業の譲受により増加した資産の主な内訳並びに事業譲受による支出

との関係は次のとおりであります。
資産 35百万円
（うち現金及び預金） ―百万円
のれん 350百万円
合計：事業の譲受による支出  385百万円
（注）連結キャッシュ・フロー計算書の「事業譲受による支出」との差額は、その他の事業譲受によるものであります。

3.株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳
株式の取得により新たに㈱シムネットを連結したことにより、連結開始時の資産及び負債の内訳並びにシムネット社株式の取得価額とシムネッ

ト社取得のための支出（純額）との関係は次のとおりであります。
資産 547百万円
（うち現金及び預金） 384百万円
のれん 2,005百万円
負債   △200百万円
シムネット社株式の取得価額 2,352百万円
シムネット社の現金及び預金同等物 △384百万円
差引：シムネット社取得のための支出 1,968百万円

48 Anicom Holdings, Inc. 2020



業
績
デ
ー
タ

＜連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項＞

1. 連結の範囲に関する事項
（1） 連結子会社の数　　6社

主要な連結子会社の名称
アニコム損害保険㈱
アニコム パフェ㈱
アニコム フロンティア㈱
アニコム先進医療研究所㈱
アニコム キャピタル㈱
㈱シムネット
㈱シムネットについては新たに取得したことから、当連結会計年度より連結子会社に含めております。

（2） 主要な非連結子会社の名称等
前連結会計年度において非連結子会社でありましたanicom（動物健康促進クラブ）は、当連結会計年度中に清算決了し
ております。

2. 持分法の適用に関する事項
持分法適用の関連会社数　5社
持分法適用会社の名称
セルトラスト・アニマル・セラピューティクス㈱
香港愛你康有限公司
上海愛妮康動物医療有限公司
㈱AHB
㈱EPARKペットライフ

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項
すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

4. 会計方針に関する事項
（1） 重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法
①その他有価証券のうち時価のあるものの評価は、決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。
なお、評価差額は全部純資産直入法により処理し、また、売却原価の算定は移動平均法によっております。
② その他有価証券のうち時価を把握することが極めて困難と認められるものの評価は、移動平均法に基づく原価法によって
おります。

（2） 重要な減価償却資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
当社及び連結子会社は定率法（ただし建物並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額
法）によっております。
②無形固定資産（リース資産を除く）
当社及び連結子会社は定額法によっております。
なお、販売用ソフトウエアについては、見込販売可能期間（3年）に基づく定額法、自社利用のソフトウエアについては、
社内における利用可能期間（4～5年）に基づく定額法によっております。
③リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする
定額法によっております。
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（3） 重要な引当金の計上基準
①貸倒引当金
当社及び連結子会社は債権等の貸倒れによる損失に備えるため、資産の自己査定基準及び償却・引当基準に基づき、過去
の一定期間における貸倒実績等から算出した予想損失率を、債権等の金額に乗じた額を引当てております。
また、全ての債権については、資産の自己査定基準に基づき、各所管部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した内
部監査室が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。
②賞与引当金
当社及び連結子会社は従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当連結会計年度の負担額を計上し
ております。
③価格変動準備金
損害保険子会社は、株式等の価格変動による損失に備えるため、保険業法第115条の規定に基づき計上しております。

（4） のれんの償却方法及び償却期間
効果が及ぶと見積もられる期間に基づく定額法によって償却を行っております。

（5） 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、要求払預金からなっております。

（6） その他連結財務諸表作成のための重要な事項
①消費税の会計処理
当社及び連結子会社の消費税等の会計処理は税抜方式によっております。ただし、損害保険子会社の営業費及び一般管理
費等の費用は税込方式によっております。
なお、資産に係る控除対象外消費税等は仮払金に計上し、5年間で均等償却を行っております。
②連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。

＜未適用の会計基準等＞

　（収益認識に関する会計基準）
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　平成30年3月31日　企業会計基準委員会）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　平成30年3月31日　企業会計基準委員会）

（1） 概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の
開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）
を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始す
る事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、
適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る
便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計
基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を
損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。

（2） 適用予定日
2022年3月期の期首から適用します。

（3） 当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
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＜時価の算定に関する会計基準＞

・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日　企業会計基準委員会）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日　企業会計基準委員会）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日　 企業会計基準委員会）

（1） 概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定 についてほぼ同じ内容の詳細な
ガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準においてAccounting
Standards CodificationのTopic820「公正価値測定」）を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主
に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、
「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発に
あたっての基本的な方針として、統一的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性
を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定める
こととされております。

（2） 適用予定日
2022年3月期の期首から適用します。

（3） 当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で未定であります。

＜セグメント情報等＞

【セグメント情報】
1. 報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経
営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、保険業法第3条に基づき損害保険業の免許を取得したアニコム損害保険株式会社が行う損害保険事業を中
核事業としております。従って、損害保険事業を報告セグメントとしております。「損害保険事業」は、ペット保険の保険
引受業務及び資産運用業務を行っております。

2. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と
概ね同一であります。報告セグメントの利益は経常利益をベースとした数値であります。

3．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
2018年度（自 2018年4月1日　至 2019年3月31日） （単位：百万円）

報告セグメント その他
（注）1 合計 調整額

連結財務諸表
計上額
（注）2損害保険事業

外部顧客への経常収益 34,962 866 35,829 ― 35,829
セグメント間の内部経常収益又は振替高 ― 391 391 △391 ―

計 34,962 1,258 36,220 △391 35,829
セグメント利益又は損失（△） 2,548 △269 2,278 ― 2,278
セグメント資産 40,773 1,616 42,390 ― 42,390
セグメント負債 19,811 344 20,156 ― 20,156
その他の項目
減価償却費 404 107 512 ― 512
のれんの償却額 ― 40 40 ― 40
資産運用収益 383 0 383 ― 383
支払利息 0 0 0 ― 0
持分法投資利益又は損失（△） ― △108 △108 ― △108
持分法適用会社への投資額 ― 487 487 ― 487
有形固定資産及び無形固定資産の増加額 412 186 599 ― 599

（注） 1.   「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、動物病院支援事業、保険代理店事業、動物医療分野における研
究・臨床事業等を含んでおります。

2. セグメント利益又は損失（△）は、連結損益計算書の経常利益と一致しております。
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2019年度（自  2019年4月1日  至  2020年3月31日） （単位：百万円）

報告セグメント その他
（注）1 合計 調整額

連結財務諸表
計上額
（注）2損害保険事業

外部顧客への経常収益 39,622 1,843 41,465 ― 41,465
セグメント間の内部経常収益又は振替高 ― 464 464 △464 ―

計 39,622 2,307 41,930 △464 41,465
セグメント利益又は損失（△） 2,522 △332 2,189 ― 2,189
セグメント資産 40,929 5,191 46,120 △522 45,598
セグメント負債 21,579 1,215 22,795 △522 22,273
その他の項目
減価償却費 513 180 694 ― 694
のれんの償却額 ― 71 71 ― 71
資産運用収益 496 0 496 ― 496
支払利息 0 0 0 ― 0
持分法投資利益又は損失（△） ― △10 △10 ― △10
持分法適用会社への投資額 ― 699 699 ― 699
有形固定資産及び無形固定資産の増加額 1,205 899 2,105 ― 2,105

（注） 1.   「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、動物病院支援事業、保険代理店事業、動物医療分野における研
究・臨床事業等を含んでおります。

2. セグメント利益又は損失（△）は、連結損益計算書の経常利益と一致しております。
3. セグメント資産及びセグメント負債の調整額△522万円は、セグメント間債権債務（相殺）消去額△522百万円であります。

【関連情報】
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への経常収益が連結損益計算書の経常収益の90％を超えるため、記載を省略してお
ります。

2. 地域ごとの情報
（1） 売上高

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。
（2） 有形固定資産

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。
3. 主要な顧客ごとの情報
該当事項はありません。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
2018年度（自 2018年4月1日　至 2019年3月31日）
該当事項はありません。
2019年度（自 2019年4月1日　至 2020年3月31日）
該当事項はありません。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
2018年度（自  2018年4月1日  至  2019年3月31日） （単位：百万円）

損害保険事業 その他 全社・消去 合計
当期償却額 ― 40 ― 40
当期末残高 ― 102 ― 102

2019年度（自  2019年4月1日  至  2020年3月31日） （単位：百万円）

損害保険事業 その他 全社・消去 合計
当期償却額 ― 71 ― 71
当期末残高 ― 2,518 ― 2,518

（表示方法の変更）
重要性が乏しいため記載を省略しておりました、報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報は、重要性が増したため、当
連結会計年度より記載しております。また、この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の記載につきましても表示しております。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
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＜リース取引関係＞

2018年度
（2018年4月  1日から

2019年3月31日まで）
2019年度

（2019年4月  1日から
2020年3月31日まで）

ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引

1.リース資産の内容
（1） 有形固定資産

主としてサーバー及びその周辺機器であります。
（2） 無形固定資産

該当事項はありません。

2.リース資産の減価償却方法

  連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.（2）重要な減
価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引

1. リース資産の内容
（1） 有形固定資産

同左
（2） 無形固定資産

同左

2. リース資産の減価償却方法
同左

＜関連当事者情報＞

関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

（1） 連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等

前連結会計年度（自 2018年4月1日　至 2019年3月31日）

種類
会社等の
名称又は
氏名

所在地
資本金
又は出資金
（百万円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所有）
割合（％）

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

（百万円） 科目 期末残高
（百万円）

関連会社

セルトラスト・
アニマル・
セラピュー
ティクス
株式会社

神奈川県
横浜市
中区

50

小動物の
先端医療技術・
サービスの
開発・提供

（所有）
直接 49.0

役員の兼任
資金の貸付

資金の貸付
（注）1 147 貸付金

（注）2 490

利息の受取
（注）1 2 ― ―

（注） 1. 取引条件及び取引条件の決定方針等
 資金の貸付にかかる金利の条件については、市場金利を勘案して決定しております。
2. 連結財務諸表上は持分法の適用により上記金額から265百万円を控除した金額を計上しております。

当連結会計年度（自 2019年4月1日　至 2020年3月31日）

種類
会社等の
名称又は
氏名

所在地
資本金
又は出資金
（百万円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所有）
割合（％）

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

（百万円） 科目 期末残高
（百万円）

関連会社

セルトラスト・
アニマル・
セラピュー
ティクス
株式会社

神奈川県
横浜市
中区

50

小動物の
先端医療技術・
サービスの
開発・提供

（所有）
直接 49.0

役員の兼任
資金の貸付

資金の貸付
（注）1 ― 貸付金

（注）2 490

利息の受取
（注）1 3 ― ―

（注） 1. 取引条件及び取引条件の決定方針等
 資金の貸付にかかる金利の条件については、市場金利を勘案して決定しております。
2. 連結財務諸表上は持分法の適用により上記金額から363百万円を控除した金額を計上しております。

（2） 連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主等
前連結会計年度（自 2018年4月1日　至 2019年3月31日）
該当事項はありません。

当連結会計年度（自 2019年4月1日　至 2020年3月31日）
該当事項はありません。
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＜税効果会計関係＞
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 （単位：百万円）

2018年度
（2019年3月31日）

2019年度
（2020年3月31日）

繰延税金資産

繰越欠損金 112 96

責任準備金 309 408

未払事業税 35 46

賞与引当金 54 59

減価償却費超過額 28 31

支払備金 63 42

新株予約権 43 76

貸倒引当金 22 22

貸付金 74 101

その他有価証券評価差額金 58 206

その他 51 67

繰延税金資産小計 855 1,160

評価性引当額 △136 △118

繰延税金資産合計 718 1,041

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳 （単位：%）

2018年度
（2019年3月31日）

2019年度
（2020年3月31日）

法定実効税率 30.9 30.6

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.7 1.0

住民税均等割 0.4 0.8

評価性引当額の増減 0.2 △0.8

税額控除 ― 0.3

連結子会社との税率差異 △2.6 △2.2

その他 △0.4 △0.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率 29.2 29.5
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＜リスク管理債権＞

（1）破綻先債権
該当事項はありません。

（2）延滞債権
該当事項はありません。

（3）3ヵ月以上延滞債権
該当事項はありません。

（4）貸付条件緩和債権
該当事項はありません。

（5）リスク管理債権の合計額
該当事項はありません。

＜金融商品関係＞

1. 金融商品の状況に関する事項
（1） 金融商品に対する取組方針

当社及び連結子会社は、主として損害保険業を行っており、資産の運用においては、運用資金の性格を考慮し、「安全性」「収
益性」「流動性」「公共性」を総合的に判断し、社会・公共の福祉に資するような資産運用を目指しております。
　運用手段は、預貯金、公社債、公社債投信、株式、株式投信、不動産投信等とし、年度資産運用計画に準拠した資産運用を行っ
ております。

（2） 金融商品の内容及びそのリスク
当社及び連結子会社の保有する金融商品は、預貯金、公社債、公社債投信、株式、株式投信、不動産投信等であり、下記

のリスクに晒されております。
①市場関連リスク
金利、為替、株式などの市場の変動に伴い、ポートフォリオの価値が変動し損失を被るリスクを指します。
②信用リスク
個別与信先の信用力の変化に伴い、ポートフォリオの価値が変動し損失を被るリスクを指します。

（3） 金融商品に係るリスク管理体制
アニコム損害保険株式会社におけるリスク管理体制については、資産運用部門（財務部）、事務管理部門（経理部）、リス

ク管理部門（リスク管理部）を設置し、資産運用リスク管理規程に基づき、相互牽制機能が働く体制としております。
①市場関連リスクの管理
有価証券のうち株式・債券等については時価とリスク量を把握し、保有状況を継続的に見直しております。
②信用リスクの管理
有価証券の発行体の信用リスクについては、銘柄ごとの格付情報、時価等の把握を行うことで管理をしております。また、
政策投資目的で保有している有価証券については、取引先の市場環境や業績状況等を定期的にモニタリングしております。
リスク管理も含めた資産運用状況については、取締役会において月次で報告され、モニタリング結果の確認及びリスク管
理態勢の整備を行っております。

（4） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれておりま

す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
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2. 金融商品の時価等に関する事項
2020年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表に含まれておりません（（注）2参照）。

連結貸借対照表計上額
（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

（1） 現金及び預貯金 24,427 24,427 ―

（2） 有価証券

その他有価証券 8,835 8,835 ―

（3） 貸付金 127 123 △3

（4） 未収金（＊） 1,872 1,872 ―

資産計 35,262 35,258 △3

（＊） 未収金に対する貸倒引当金については、重要性が乏しいため、連結貸借対照表計上額から直接減額しております。
（注） 1. 金融商品の時価の算定方法

資産
（1） 現金及び預貯金

満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
満期のある預金については、個別の預金ごとに、新規に預金を行った場合に想定される預金金利で割り引いた現在価値を算定しております。

（2） 有価証券
株式については取引所の価格によっており、債券については日本証券業協会の公表する公社債店頭売買参考統計値表に表示される価格または
取引金融機関から提示された価格等によっております。また投資信託及び投資法人の投資口については、公表または資産運用会社から提示さ
れる基準価格等によっております。

（3） 貸付金
貸付金については、元利金の合計額を同様の新規貸付を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。なお、連
結貸借対照表の貸付金は持分法適用に伴う投資損失を直接減額しております。

（4） 未収金
未収金については、短期間で決済されるため時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は、次のとおりであり、「（2）有価証券」には含めておりません。
・非上場株式（連結貸借対照表計上額1,163百万円）
上記金融商品は、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積もることができないことから時価開示の対象とはしておりません。

3. 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

1年以内
（百万円）

1年超5年以内
（百万円）

5年超10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

預貯金 24,427 ― ― ―

貸付金 ― ― 127 ―

未収金（＊） 1,872 ― ― ―

合計 26,300 ― 127 ―

（＊）未収金に対する貸倒引当金については、重要性が乏しいため、連結貸借対照表計上額から直接減額しております。

＜有価証券関係＞

1. 売買目的有価証券
該当事項はありません。

2. 満期保有目的の債券
該当事項はありません。
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3. その他有価証券 （単位：百万円）

区　分
2018年度（2019年3月31日） 2019年度（2020年3月31日）

連結貸借対照
表計上額 取得原価 差額 連結貸借対照

表計上額 取得原価 差額

連結貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの

株式 67 63 3 ― ― ―

その他 482 478 3 2,617 2,450 166

小計 549 541 7 2,617 2,450 166

連結貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの

株式 178 199 △20 169 224 △55

その他 3,017 3,213 △196 6,049 6,896 △847

小計 3,196 3,413 △217 6,218 7,121 △903

合計 3,745 3,955 △209 8,835 9,571 △736

（注）時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券は、上表に含めておりません。

4. 売却した満期保有目的の債券
該当事項はありません。

5. 売却したその他有価証券 （単位：百万円）

種　類

2018年度
（自 2018年4月  1日
至 2019年3月31日）

2019年度
（自 2019年4月  1日
至 2020年3月31日）

売却額 売却益の合計額 売却損の合計額 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

株式 189 21 4 670 40 21

その他　 3,289 207 1 6,360 235 7

合計 3,478 228 6 7,031 276 28

6. 保有目的を変更した有価証券
該当事項はありません。

7. 連結会計年度中に減損処理を行った有価証券
有価証券（売買目的有価証券を除く。）で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落し

ており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって連結貸借対照表計上
額とするとともに、評価差額を当連結会計年度の損失として処理（以下「減損処理」という。）しております。
　当連結会計年度において、その他有価証券で時価のあるものについて79百万円減損処理を行っております。
　また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、時価が取得価額に比べて50％以上下落したものを全てとする
ことに加え、同30％以上50％未満のものは格付け機関の格付け等を基に「著しい下落」の判断を行っております。

＜金銭の信託関係＞

　該当事項はありません。

＜デリバティブ取引関係＞

　該当事項はありません。

＜退職給付関係＞

　該当事項はありません。
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2　業績データⅢ
連結財務諸表

＜ストック・オプション等関係＞

1. ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名

2018年度

（自 2018年4月 1日
至 2019年3月31日）

2019年度

（自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日）

営業費及び一般管理費の株式報酬費用 45百万円 88百万円

2. 権利不行使による失効により利益として計上した金額

2018年度

（自 2018年4月 1日
至 2019年3月31日）

2019年度

（自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日）

新株予約権戻入益 16百万円 12百万円

3. ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
（1） ストック・オプションの内容

アニコム ホールディングス株式会社第5回ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数

当社取締役 2名
当社子会社取締役 8名

当社従業員 16名
当社子会社従業員 362名

株式の種類別のストック・オプションの付与数（注） 普通株式　227,700株

付与日 2015年8月31日

権利確定条件 定め無し

対象勤務期間 定め無し

権利行使期間 2017年9月1日から
2020年8月31日まで

（2） ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度（2020年3月31日）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数につ

いては、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数

アニコム ホールディングス株式会社第5回ストック・オプション

権利確定後（株）

前連結会計年度末 153,100

権利確定 ―

権利行使 3,600

失効 12,300

未行使残 137,200

②単価情報

アニコム ホールディングス株式会社第5回ストック・オプション

権利行使価格 （円） 3,392

行使時平均株価 （円） 3,671 

付与日における公正な評価単価 （円） 990

4. ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
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5.   譲渡制限株式報酬の内容、規模及びその変動状況
（1） 譲渡制限株式報酬の内容

2018年10月31日付与 2019年10月31日付与

付与対象者の区分及び人数
当社従業員 15名

当社子会社取締役 1名
当社子会社従業員 372名

当社従業員 2名
当社子会社従業員 254名

付与数 普通株式　55,280株 普通株式　10,820株

付与日 2018年10月31日 2019年10月31日

譲渡制限期間 2018年10月31日から2021年4月1日まで 2019年10月31日から2022年4月1日まで

解除条件

　対象従業員等が譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社
の子会社の取締役、取締役を兼務しない執行役員、使用人の
いずれかの地位にあることを条件として、本割当株式の全部
について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。 
・譲渡制限期間中に、対象従業員等が任期満了又は定年によ
り退任した場合の取扱い
①譲渡制限の解除時期
対象従業員等が、当社又は当社の子会社の取締役、取締

役を兼務しない執行役員、使用人のいずれの地位からも任
期満了又は定年（ただし、死亡による退任又は退職の場合
を除く。）により退任又は退職した場合には、対象従業員
等の退任又は退職の直後の時点をもって、下記②に記載の
株式数につき譲渡制限を解除する。死亡による退任又は退
職の場合は、対象従業員等の死亡後、取締役会が別途決定
した時点をもって、譲渡制限を解除する。
②譲渡制限の解除対象となる株式数
当社の第19期事業年度の開始日を含む月から対象従業

員等の退任又は退職までの月数（以下「在職期間」といい
ます。）が12ヶ月未満である場合には、①で定める当該退
任又は退職した時点において保有する本割当株式の数に
25％を乗じた数の株式数（ただし、計算の結果、1株未満
の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる）とする。
　在職期間が12ヶ月以上である場合には、①で定める当
該退任又は退職した時点において保有する本割当株式の数
を、対象従業員等の在職期間（年単位）を3で除した数を
乗じた数の株式数（ただし、計算の結果、1株未満の端数
が生ずる場合は、これを切り捨てる。）とする。

・当社による無償取得事由
当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記で定める譲渡制

限解除時点において、譲渡制限が解除されない本割当株式
について、当然に無償で取得する。

　対象従業員等が譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社
の子会社の取締役、取締役を兼務しない執行役員、使用人の
いずれかの地位にあることを条件として、本割当株式の全部
について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。 
・譲渡制限期間中に、対象従業員等が任期満了又は定年によ
り退任した場合の取扱い
①譲渡制限の解除時期
対象従業員等が、当社又は当社の子会社の取締役、取締
役を兼務しない執行役員、使用人のいずれの地位からも任
期満了又は定年（ただし、死亡による退任又は退職の場合
を除く。）により退任又は退職した場合には、対象従業員
等の退任又は退職の直後の時点をもって、下記②に記載の
株式数につき譲渡制限を解除する。死亡による退任又は退
職の場合は、対象従業員等の死亡後、取締役会が別途決定
した時点をもって、譲渡制限を解除する。
②譲渡制限の解除対象となる株式数
当社の第20期事業年度の開始日を含む月から対象従業

員等の退任又は退職までの月数（以下「在職期間」といい
ます。）が12ヶ月未満である場合には、①で定める当該退
任又は退職した時点において保有する本割当株式の数に
25％を乗じた数の株式数（ただし、計算の結果、1株未満
の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる）とする。
　在職期間が12ヶ月以上である場合には、①で定める当
該退任又は退職した時点において保有する本割当株式の数
を、対象従業員等の在職期間（年単位）を3で除した数を
乗じた数の株式数（ただし、計算の結果、1株未満の端数
が生ずる場合は、これを切り捨てる。）とする。

・当社による無償取得事由
当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記で定める譲渡制
限解除時点において、譲渡制限が解除されない本割当株式
について、当然に無償で取得する。

付与日における公正な評価単価 4,020円 4,275円

（2） 譲渡制限付株式の規模及びその変動状況
2018年10月31日付与 2019年10月31日付与

当初付与 55,280 10,820

前連結会計年度末の未解除残高 53,350 ―
無償取得 4,817 410

譲渡制限解除 233 ―
当連結会計年度末の未解除残 48,300 10,410

＜企業結合等関係＞
事業譲受による企業結合
1．企業結合の概要
（1） 事業譲受の相手先企業の名称及び事業内容
事業譲受の相手先企業の名称　　㈲梅島動物病院
事業内容　　　　　　　　　　　動物病院経営事業

（2） 企業結合を行った主な理由
当社グループの動物病院経営事業の事業拡大を図るためであります。

（3） 企業結合日
2019年9月30日

（4） 企業結合の法的形式
現金を対価とする事業譲受

（5） 取得企業を決定するに至った主な根拠
当社の連結子会社であるアニコム先進医療研究所㈱が現金を対価とする事業を譲り受けたためであります。

2．連結財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
2019年10月1日から2020年3月31日まで

3．取得した事業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得の対価　現預金 414百万円
取得原価 414百万円
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4．主要な取得関連費用の内容及び金額

専門家に対する報酬・手数料等 2百万円
5．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
資産合計 64百万円 （うち有形固定資産36百万円）

6．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
（1） 発生したのれんの金額　　　　　　　　350百万円
（2） 発生原因
譲受事業の今後期待される超過収益力であります。

（3） 償却方法及び償却期間　　　　　　　　10年間にわたる均等償却
7． 企業結合が当連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響の概算額及びその算定方法
当連結会計年度における概算額の算定が困難であるため、記載しておりません。 

取得による企業結合
1．企業結合の概要
（1） 被取得企業の名称及びその事業の内容
被取得企業の名称　　株式会社シムネット
事業の内容　　　　　ペットに関するインターネットサービスの企画開発・運営

（2） 企業結合を行った主な理由
　今回の株式の取得により、当社グループはシムネット社のブリーダーマッチングサイトというプラットフォームを活用することが可能となり、ブ
リーダーに対するサポートの各サービスをより直接的に伝える機会を得られ、当該各サービスの更なる事業拡大に繋げていくことも可能になるため
であります。また、シムネット社が行う当社のペット保険代理店業務についても、両社が一層緊密に連携することで、ペット保険契約件数の増加に
向けた効果的・効率的な施策に繋げることが可能となるためであります。

（3） 企業結合日
2020年1月31日（みなし取得日3月31日）

（4） 企業結合の法的形式
株式取得

（5） 結合後企業の名称
変更はありません。

（6） 取得した議決権比率
100.0％

（7） 取得企業を決定するに至った主な根拠
当社が議決権の過半数を取得したことによるものです。

2．連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間
みなし取得日を2020年3月31日としているため、当連結会計年度に係る連結損益計算書に被取得企業の業績は含まれておりません。

3．被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得の対価　現預金 2,352百万円
取得原価 2,352百万円

4．主要な取得関連費用の内容及び金額

専門家に対する報酬・手数料等 22百万円
5．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
（1） 発生したのれんの金額　　　　　　　　　2,005百万円
（2） 発生原因
株式会社シムネットのペットに関するインターネットサービス事業の超過収益力であります。

（3） 償却方法及び償却期間　　　　　　　　　15年間にわたる均等償却
6．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産 516百万円
固定資産 30百万円
資産合計 547百万円
流動負債 200百万円
負債合計 200百万円

7．企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響の概算額及びその算定方法

経常収益 1,086百万円
経常利益 100百万円
税金等調整前当期純利益 100百万円
当期純利益 70百万円
1株当たり当期純利益 3.47円

（概算額の算定方法）
　企業結合が当連結会計年度開始の日に完了したと仮定して算定された経常収益及び損益情報と、当社の連結損益計算書における経常収益及び損益
情報との差額を、影響の概算額としています。
　なお、当該注記は監査証明を受けていません。

＜会計監査＞
　当社は、会社法第444条第4項の規定に基づき、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について、EY新日本有
限責任監査法人の監査を受けており、監査報告書を受領しております。
　当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連
結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けており、監査報告書を受領しております。
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区　分
2015年度

（2015年4月  1日から
2016年3月31日まで）

2016年度
（2016年4月  1日から

2017年3月31日まで）
2017年度

（2017年4月  1日から
2018年3月31日まで）

2018年度
（2018年4月  1日から

2019年3月31日まで）
2019年度

（2019年4月  1日から
2020年3月31日まで）

営業収益 （百万円） 1,555 1,744 1,382 1,374 1,580

経常利益 （百万円） 670 696 263 123 47

当期純利益 （百万円） 647 137 182 90 32

資本金 （百万円） 4,396 4,402 4,443 7,950 7,981

発行済株式総数 （株） 17,933,600 17,945,600 18,028,000 20,211,480 20,225,900

純資産額 （百万円） 9,317 9,466 9,662 16,658 16,635

総資産額 （百万円） 10,048 10,313 10,370 17,654 17,615

1株当たり純資産額 （円） 516.20 519.22 526.54 816.76 816.07

1株当たり当期純利益 （円） 36.20 7.69 10.14 4.78 1.59

潜在株式調整後1株当たり
当期純利益 （円） 35.86 7.63 10.07 4.74 1.59

自己資本比率 （％） 92.1 90.3 91.5 93.5 93.7

自己資本利益率 （％） 7.3 1.5 1.9 0.7 0.2

株価収益率 （倍） 85.4 305.6 439.3 627.4 2,317.6

配当性向 （％） 13.81 65.02 49.31 104.60 313.88

従業員数 （名） 24 22 25 30 34

（注） 営業収益には、消費税等は含まれておりません。

3 主要な経営指標等の推移（単体）

61



　業績データⅢ
単体財務諸表4

貸借対照表
（単位：百万円）

科　目
2018年度

（2019年3月31日現在）
2019年度

（2020年3月31日現在） 比較増減
金額 構成比（%） 金額 構成比（%）

（資産の部）
流動資産
　現金及び預金 3,813 1,150 △2,662
　前払費用 99 111 11
　未収入金 804 969 164
　その他 ― 0 0
　流動資産合計 4,717 26.7 2,232 12.7 △2,485
固定資産
　有形固定資産
　　建物（純額） 13 12 △1
　　車両運搬具及び工具器具備品（純額） 52 78 26

リース資産 17 12 △5
有形固定資産合計 84 0.5 103 0.6 19

　無形固定資産
ソフトウエア 72 38 △34
無形固定資産合計 72 0.4 38 0.2 △34

　投資その他の資産
　　投資有価証券 ― 36 36
　　関係会社株式 12,278 14,780 2,502
　　敷金 457 457 △0
　　繰延税金資産 41 53 11
　　その他 95 23 △71
　　投資損失引当金 △93 △110 △17
　　投資その他の資産合計 12,780 72.4 15,241 86.5 2,461
　固定資産合計 12,937 73.3 15,383 87.3 2,446
資産合計 17,654 100.0 17,615 100.0 △39

（負債の部）
流動負債
　未払金 95 135 40
リース債務 5 5 △0
未払法人税等 431 377 △54
預り金 13 13 △0
賞与引当金 6 10 3
流動負債合計 553 3.1 542 3.1 △11
固定負債
リース債務 12 7 △5
長期預り保証金 431 431 0
固定負債合計 443 2.5 438 2.5 △5
負債合計 996 5.6 980 5.6 △16

（純資産の部）
株主資本
　資本金 7,950 45.0 7,981 45.3 31
　資本剰余金
　　資本準備金 7,840 7,871 31
　　資本剰余金合計 7,840 44.4 7,871 44.7 31
　利益剰余金
　　その他利益剰余金
　　　繰越利益剰余金 716 647 △68
　　利益剰余金合計 716 4.1 647 3.7 △68
　自己株式 △0 △0.0 △0 △0.0 △0
　株主資本合計 16,506 93.5 16,499 93.7 △7
新株予約権 151 0.9 135 0.8 △15
純資産合計 16,658 94.4 16,635 94.4 △22
負債純資産合計 17,654 100.0 17,615 100.0 △39

（2019年度貸借対照表の注記）
1.有形固定資産の減価償却累計額は209百万円であります。
2.関係会社に対する資産及び負債には次のものがあります。

　　流動資産
　　　未収入金 967百万円
　　流動負債
　　　未払金 3百万円
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損益計算書
（単位：百万円）

科　目

2018年度
（2018年4月  1日から

2019年3月31日まで）
2019年度

（2019年4月  1日から
2020年3月31日まで） 比較増減

金額 百分比（%） 金額 百分比（%）

営業収益

　経営管理料 1,372 1,578 205

　関係会社受取配当金 1 2 0

　営業収益合計 1,374 100.0 1,580 100.0 206

営業費用

　販売費及び一般管理費 1,207 1,517 310

　営業費用合計 1,207 87.8 1,517 96.0 310

営業利益 167 12.1 62 4.0 △104

営業外収益

　受取利息 0 0 0

　その他 0 2 1

　営業外収益合計 0 0.0 2 0.1 1

営業外費用

　投資損失引当金繰入額 44 17 △27

　その他 0 0 △0

　営業外費用合計 44 3.2 17 1.1 △27

経常利益 123 8.9 47 3.0 △75

特別利益

　新株予約権戻入益 6 12 5

　特別利益合計 6 0.4 12 0.8 5

特別損失

　固定資産除売却損 4 2 △1

　その他 1 0 △0

　特別損失合計 5 0.4 3 0.2 △2

税引前当期純利益 123 9.0 56 3.6 △67

法人税、住民税及び事業税 43 35 △8

法人税等調整額 △10 △11 △0

法人税等合計 33 2.4 24 1.5 △8

当期純利益 90 6.6 32 2.0 △58

（2019年度損益計算書の注記）
1.関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。

経営管理料 1,578百万円
関係会社受取配当金 2百万円
外注委託費 104百万円

2.販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。なお、全額が一般管理費に属するものであります。
給与 517百万円
外注委託費 596百万円
減価償却費 48百万円

3.固定資産除売却損の内訳は、次のとおりであります。
工具器具備品除却損 0百万円
ソフトウェア除却損 2百万円
　計 2百万円
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　業績データⅢ 4 単体財務諸表

株主資本等変動計算書
前事業年度（自 2018年4月1日　至 2019年3月31日）

（単位：百万円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 資本剰余金
合計

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

当期首残高 4,443 4,333 4,333 715 715

当期変動額

新株の発行 3,506 3,506 3,506

剰余金の配当 △90 △90

当期純利益 90 90

自己株式の取得

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 3,506 3,506 3,506 0 0

当期末残高 7,950 7,840 7,840 716 716

株主資本
新株予約権 純資産合計

自己株式 株主資本合計

当期首残高 △0 9,492 169 9,662

当期変動額

新株の発行 7,013 7,013

剰余金の配当 △90 △90

当期純利益 90 90

自己株式の取得 △0 △0 △0

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） ― △18 △18

当期変動額合計 △0 7,014 △18 6,995

当期末残高 △0 16,506 151 16,658
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当事業年度（自 2019年4月1日　至 2020年3月31日）
（単位：百万円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 資本剰余金
合計

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

当期首残高 7,950 7,840 7,840 716 716

当期変動額

新株の発行 31 31 31

剰余金の配当 △101 △101

当期純利益 32 32

自己株式の取得

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 31 31 31 △68 △68

当期末残高 7,981 7,871 7,871 647 647

株主資本
新株予約権 純資産合計

自己株式 株主資本合計

当期首残高 △0 16,506 151 16,658

当期変動額

新株の発行 62 62

剰余金の配当 △101 △101

当期純利益 32 32

自己株式の取得 △0 △0 △0

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） ― △15 △15

当期変動額合計 △0 △7 △15 △22

当期末残高 △0 16,499 135 16,635

（2019年度株主資本等変動計算書の注記）
自己株式の種類及び株式数に関する事項 （単位：株）

2019年度期首
株式数

2019年度増加
株式数

2019年度減少
株式数

2019年度末
株式数

自己株式

　普通株式 1,895 5,966 ― 7,861

合計 1,895 5,966 ― 7,861

（注）普通株式の自己株式の株式数増加5,966株は、譲渡制限付株式の無償取得5,877株及び単元未満株式の買取り89株であります。 
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＜重要な会計方針＞
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
（1）  関係会社株式の評価は、移動平均法に基づく原価法に

よっております。
（2）  その他有価証券のうち時価のあるものの評価は、決算

日の市場価格等に基づく時価法によっております。
なお、評価差額は全部純資産直入法により処理し、ま
た、売却原価の算定は移動平均法によっております。

（3）  その他有価証券のうち時価を把握することが極めて困
難と認められるものの評価は、移動平均法に基づく原
価法によっております。

2. 固定資産の減価償却の方法
（1） 有形固定資産（リース資産を除く）

有形固定資産の減価償却は定率法（ただし建物並びに
2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築
物については定額法）によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
　建物 8～15年
　車両運搬具及び工具器具備品 2～10年

（2） 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内にお
ける利用可能期間（5年）に基づく定額法によってお
ります。

（3） リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース
資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価
額を零とする定額法によっております。

3. 引当金の計上基準
（1） 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支
給見込額の当事業年度の負担額を計上しております。

（2） 投資損失引当金
関係会社等に対する投資に係る損失に備えるため、将
来発生する可能性のある損失見込額を計上しておりま
す。

4. 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

5. 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。

＜注記事項＞
1. 有価証券関係
子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額　子会

社株式14,219百万円　関連会社株式561百万円）は、市場
価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められ
ることから、記載しておりません。

2. 税効果会計関係
（1）   繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳
繰延税金資産
　減価償却超過額 2百万円
　未払事業税 5百万円
　賞与引当金 3百万円
　投資損失引当金 33百万円
　関係会社評価損 162百万円
　その他 9百万円
繰延税金資産小計 216百万円
　評価性引当額 △163百万円
繰延税金資産合計 53百万円
繰延税金資産の純額 53百万円

（2） 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と
なった主要な項目別の内訳
法定実効税率 30.6％
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目 5.4％
住民税均等割 2.1％
評価性引当額の増減 △1.4％
法人税等還付 ―
過年度法人税等 6.9％
その他 △0.6％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.0％

＜会計監査＞
　当社は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、貸
借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注
記表並びに附属明細書について、EY新日本有限責任監査法
人の監査を受けており、監査報告書を受領しております。

　当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づ
き、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び
附属明細表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を
受けており、監査報告書を受領しております。

　業績データⅢ 4 単体財務諸表
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アニコム ホールディングス株式会社の連結ソルベンシー・マージン比率 （単位：百万円）

項　目 2018年度末 2019年度末
（A） 連結ソルベンシー・マージン総額 25,708 25,222

資本金又は基金等 22,181 21,235
価格変動準備金 54 68
危険準備金 ― ―
異常危険準備金 1,106 1,458
一般貸倒引当金 266 408
その他有価証券の評価差額（税効果控除前） △209 △736
土地の含み損益 26 19
未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の合計額（税効果控除前） ― ―
保険料積立金等余剰部分 ― ―
負債性資本調達手段等 ― ―
保険料積立金等余剰部分及び負債性資本調達手段等のうち、マージンに算入されない額 ― ―
少額短期保険業者に係るマージン総額 ― ―
控除項目 ― ―
その他 2,768

（B） 連結リスクの合計額
｛（　（R1

2＋R2
2）＋R3＋R4）2＋（R5＋R6＋R7）2｝＋R8＋R9

9,269 10,528

損害保険契約の一般保険リスク（R1） 8,991 10,179
生命保険契約の保険リスク（R2） ― ―
第三分野保険の保険リスク（R3） ― ―
少額短期保険業者の保険リスク（R4） ― ―
予定利率リスク（R5） ― ―
生命保険契約の最低保証リスク（R6） ― ―
資産運用リスク（R7） 1,162 1,534
経営管理リスク（R8） 203 234
損害保険契約の巨大災害リスク（R9） ― ―

（C） 連結ソルベンシー・マージン比率（％）［（A）/｛（B）×1/2｝］×100 554.6％ 479.1％
（注）  上記の金額及び数値は、保険業法施行規則第86条の2（連結ソルベンシー・マージン）及び第88条（連結リスク）並びに平成23年金融庁告示第23

号の規程に基づいて算出しています。

【連結ソルベンシー・マージン比率】
 ・当社は、グループ子会社等において損害保険事業を営んでおります。
 ・損害保険会社グループは、保険事故発生の際の保険金支払や積立型保険の満期返戻金支払等に備えて準備金を積み立てていま
すが、巨大災害の発生や、資産の大幅な価格下落等、通常の予測を超える危険が発生した場合でも、十分な支払能力を保持し
ておく必要があります。この「通常の予測を超える危険」に対して「損害保険会社グループが保有している資本金・準備金等
の支払余力」の割合を示す指標として、保険業法等に基づき計算されたのが、「連結ソルベンシー・マージン比率」です。
　連結ソルベンシー・マージン比率の計算対象となる範囲は、連結財務諸表の取扱いと同一ですが、保険業法上の子会社（議
決権が50％超の子会社）については計算対象に含めています。

 ・「通常の予測を超える危険」
　保険引受上の危険①、予定利率上の危険②、最低保証上の危険③、資産運用上の危険④、経営管理上の危険⑤、巨大災害に係
る危険⑥の総額をいいます。
①保険引受上の危険（損害保険契約の一般保険リスク、生命保険契約の保険リスク、第三分野保険の保険リスク及び少額短期保
険業者の保険リスク）：保険事故の発生率等が通常の予測を超えることにより発生し得る危険（巨大災害に係る危険を除く）
②予定利率上の危険（予定利率リスク）：積立型保険や生命保険について、実際の運用利回りが保険料算出時に予定した利回り
を下回ることにより発生し得る危険
③最低保証上の危険（生命保険契約の最低保証リスク）：変額保険、変額年金保険の保険金等の最低保証に関する危険
④資産運用上の危険（資産運用リスク）：保有する有価証券等の資産の価格が通常の予測を超えて変動することにより発生し得
る危険等
⑤経営管理上の危険（経営管理リスク）：業務の運営上通常の予測を超えて発生し得る危険で上記①から④及び⑥以外のもの
⑥巨大災害に係る危険（巨大災害リスク）：通常の予測を超える損害保険契約の巨大災害（関東大震災、伊勢湾台風相当や外国
で発生する巨大災害）により発生し得る危険

 ・「当社及びその子会社等が保有している資本金・準備金等の支払余力」とは、当社及びその子会社等の純資産（剰余金処分額
を除く）、諸準備金（価格変動準備金・異常危険準備金等）、国内の土地の含み益の一部等の総額です。

 ・ソルベンシー・マージン比率は、行政当局が保険会社を監督する際に、経営の健全性を判断するために活用する客観的な指標
のひとつですが、その数値が200％以上であれば「保険金等の支払能力の充実の状況が適当である」とされています。

　業績データⅢ 5 保険金等の支払能力の充実の状況
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当社の子会社である保険会社の保険金等の
支払能力の充実の状況

6　業績データⅢ

アニコム損害保険株式会社の単体ソルベンシー・マージン比率 （単位：百万円）

項　目 2018年度末 2019年度末

（A） 単体ソルベンシー・マージン総額 19,848 21,515
資本金又は基金等 16,321 17,572

価格変動準備金 54 68

危険準備金 ― ―
異常危険準備金 1,106 1,458

一般貸倒引当金 266 364

その他有価証券の評価差額（税効果控除前） △209 △736

土地の含み損益 26 19

払戻積立金超過額 ― ―
負債性資本調達手段等 ― ―
払戻積立金超過額及び負債性資本調達手段等のうち、マージンに算入されない額 ― ―
控除項目 ― ―
その他

（B） 単体リスクの合計額
｛（R1＋R2）2＋（R3＋R4）2｝＋R5＋R6

9,248 10,502

一般保険リスク（R1） 8,991 10,179

第三分野保険の保険リスク（R2） ― ―
予定利率リスク（R3） ― ―
資産運用リスク（R4） 1,009 1,373

経営管理リスク（R5） 200 231
巨大災害リスク（R6） ― ―

（C） 単体ソルベンシー・マージン比率（％）［（A）/｛（B）×1/2｝］×100 429.2％ 409.7％
（注）  上記の金額及び数値は、保険業法施行規則第86条（単体ソルベンシー・マージン）及び第87条（単体リスク）並びに平成8年大蔵省告示第50号の

規定に基づいて算出しています。

【単体ソルベンシー・マージン比率】
 ・  損害保険会社は、保険事故発生の際の保険金支払や積立型保険の満期返戻金支払等に備えて準備金を積み立てていますが、
巨大災害の発生や、損害保険会社が保有する資産の大幅な価格下落等、通常の予測を超える危険が発生した場合でも、十分
な支払能力を保持しておく必要があります。

 ・  この「通常の予測を超える危険」に対して「損害保険会社が保有している資本金・準備金等の支払余力」の割合を示す指標として、
保険業法等に基づき計算されたのが「単体ソルベンシー・マージン比率」です。

 ・  「通常の予測を超える危険」
　 保険引受上の危険①、予定利率上の危険②、資産運用上の危険③、経営管理上の危険④、巨大災害に係る危険⑤の総額をい
います。
①保険引受上の危険（一般保険リスク）

（第三分野保険の保険リスク）
：   保険事故の発生率等が通常の予測を超えることにより発生し得る危険（巨大災害に係
る危険を除く）

②予定利率上の危険（予定利率リスク）：   積立型保険について、実際の運用利回りが保険料算出時に予定した利回りを下回るこ
とにより発生し得る危険

③資産運用上の危険（資産運用リスク）：   保有する有価証券等の資産の価格が通常の予測を超えて変動することにより発生し得
る危険等

④経営管理上の危険（経営管理リスク）：   業務の運営上通常の予測を超えて発生し得る危険で上記①～③及び⑤以外のもの
⑤巨大災害に係る危険（巨大災害リスク）：   通常の予測を超える巨大災害（関東大震災や伊勢湾台風相当）により発生し得る危険
 ・  「損害保険会社が保有している資本金・準備金等の支払余力」（ソルベンシー・マージン総額）とは、損害保険会社の純資産（社
外流出予定額等を除く）、諸準備金（価格変動準備金・異常危険準備金等）、土地の含み益の一部等の総額です。

 ・  ソルベンシー・マージン比率は、行政当局が保険会社を監督する際に、経営の健全性を判断するために活用する客観的な指
標のひとつですが、その数値が200％以上であれば「保険金等の支払能力の充実の状況が適当である」とされています。
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アニコム ホールディングス株式会社　経営企画部
〒160-0023 東京都新宿区西新宿8-17-1

住友不動産新宿グランドタワー39階
03-5348-3911　　　https://www.anicom.co.jp/

私たちは知っています。
どうぶつが人の心を灯してくれることを。

どんなに落ち込んで帰っても
ちぎれんばかりにシッポをふって出迎えてくれる家族がいます。

私たちの弱くてもろい心を充電してくれる
世界一かわいい発電所。

そんな大きなエネルギーをくれる小さなあの子が
ずっと幸せでいられますように。






